
第 12回中部地方不法投棄対策連絡会 

 

 

日時：平成 29年 3月 13日（月）13:30～15:30 

場所：中部地方環境事務所 第１会議室 

 

 

議事次第 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 産業廃棄物の不法投棄の状況等について 

 

４ 平成 29年度における不法投棄対策等について  

 

５ 不法投棄対策に関する情報交換・意見交換 

 

６ その他 

 

７ 閉会 

 

 

＜配布資料＞ 

・第 12回中部地方不法投棄対策連絡会出席者名簿 

・第 12回中部地方不法投棄対策連絡会座席表 

・【資料１】平成 28年度における不法投棄対策に関する主な取組等について 

・【資料２-１】1.中部地域における不法投棄件数・投棄量の推移 

・【資料２-２】2.中部地域における不法投棄等の残存件数及び残存量 

・【資料３】不法投棄監視通報システム（監視カメラ）設置事業 

・【資料４】産業廃棄物不法投棄防止等ネットワーク事業実績表 

・【資料５】平成 29年度における不法投棄監視等の取組予定について 

・【資料６】不用品回収業者に引き取られた廃家電の行き先 

・【資料７】廃棄物処理法及びバーゼル法の改正について 

・【参考資料】中部地方不法投棄対策連絡会について 
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                   【中部地方環境事務所・資料１】 

平成 28年度における不法投棄対策に関する主な取組等について 

環境省中部地方環境事務所 

廃棄物・リサイクル対策課 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

１ 産業廃棄物の不法投棄の状況（平成２７年度）について 

環境省では、毎年度、全国の都道府県及び政令市の協力を得て、産業廃棄物の不法投

棄及び不適正処理事案について、新たに判明した不法投棄等事案の状況及び年度末時点

の不法投棄等事案の残存量等を調査し、公表しています。 

廃棄物処理法の累次の改正による規制の強化をはじめ、不法投棄等の未然防止・拡大

防止のための様々な施策の実施等により、産業廃棄物の不法投棄等の新規判明事案の件

数は減少してきています。 

しかしながら、5,000トン以上の大規模な不法投棄事案は新たに 3件(H26年度:1件)、

不適正処理事案についても 4 件(H26 年度:2 件)判明し、5,000 トン未満の規模のものを

含めると、全体では 143 件(H26 年度:165 件)の不法投棄、261 件(H26 年度:146 件)の不

適正処理が新たに判明したと報告されており、いまだ不法投棄等の事案を撲滅するには

至っていません。 

【全国】 

① 平成 27 年度に新たに判明したと都道府県等から報告のあった不法投棄事案の件数

は 143 件（前年度 165 件、▲22 件）、不法投棄量は 16.6 万トン（前年度 2.9 万トン、

＋13.7万トン）でした。 

② 平成 27 年度に新たに判明したと都道府県等から報告のあった不適正処理事案の件

数は 261 件（前年度 146 件、＋115 件）、不適正処理量は 40.7 万トン（前年度 6.0 万

トン、＋34.7万トン）でした。 

③ 平成 27 年度末における不法投棄等の残存事案として都道府県等から報告のあった

件数は 2,646 件（前年度 2,582 件、＋64 件)、残存量の合計は 1,609.7 万トン（前年

度 1,588.3万トン、＋21.4万トン）でした。 

 

【中部地方環境事務所管内】 

① 平成 27 年度に新たに判明したと県から報告のあった不法投棄事案の件数は 17 件

（前年度 10件、＋7件）、不法投棄量は 1.7千トン（前年度 6.8千トン、▲5.1千トン）

でした。 

② 平成 27年度に新たに判明したと県から報告のあった不適正処理事案の件数は 21件

（前年度 6件、＋15件）、不適正処理量 45.4千トン（前年度 6.5千トン、＋38.9千ト

ン）でした。 

③ 平成 27 年度末における不法投棄等の残存件数として都道府県等から報告のあった

ものは 197件（前年度 192件、＋5件)、残存量の合計は 3,735.0千トン（前年度 3,752.5
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千トン、▲17.5千トン）でした。 

 

２ 全国ごみ不法投棄監視ウィーク等に関連した取組 

環境省では、毎年５月 30 日（ごみゼロの日）から６月５日（環境の日）までの一週

間を「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」として設定し、市民、事業者、行政が一体とな

って監視や啓発活動等を一斉に実施するなど、廃棄物の不法投棄等の対策の取組を強化

することにしています。 

① 中部地方不法投棄対策連絡会 

管内の国の地方支分部局及び地方公共団体の協力を得て、廃棄物の不法投棄対策に係

る連携強化のため「中部地方不法投棄対策連絡会」を開催（平成 28年 3月 9日）し、監

視ウィーク期間等における不法投棄対策の取組に関して、参加各機関における協力・連

携する施策について意見交換等を行いました。 

本年度の監視ウィーク期間及びその周辺においても、関係機関が連携したスカイパト

ロール、シーパトロール、路上検査、クリーンキャンペーン等の取組が管内各地で実施

されました。 

② 「名古屋城から栄方面合同クリーンアップ活動」の実施 

～行政・ＮＰＯ・お掃除アイドルによる名古屋お掃除計画！！～ 

平成 28年 6月 1日（水）、名古屋市の協力を得て、中部地方不法投棄対策連絡会の構

成機関、NPO法人グリーンバード名古屋チーム及び、お掃除ユニット「名古屋 CLEAR'S」

と合同で、名古屋城周辺から栄方面にかけてクリーンアップ活動を実施しました。名古

屋市内の繁華街での実施ということもあり、多くの市民の目に触れ、ポイ捨て防止の啓

発につながったのではないと考えています。 

この活動には、90名が参加し、約 1時間半の間に可燃ごみ５袋、不燃ごみ２袋、資源

ごみ４袋、合計１１袋（45リットルごみ袋）のごみを回収しました。回収したごみは名

古屋市に処理していただきました。 

 

３ 不法投棄監視通報システム（監視カメラ）設置事業 

自治体が不法投棄等を未然に防ぐため実施する不法投棄の監視、パトロール業務を支

援する目的で、平成 18年より不法投棄監視通報システム（監視カメラ）を貸出していま

す。 

犯人検挙の重要な証拠資料となった場合や、設置場所での不法投棄が顕著に減少する

など一定の成果があり、今年度も 15の自治体で設置を行いました。 

 

４ 中部地区産業廃棄物不法投棄防止ネットワーク強化事業 

不法投棄の未然防止と不法投棄発覚時における行政の早期対応を図ることを目的に、

自治体において産業廃棄物の適正処理・不法投棄対策等を担当する職員を対象とした研

修会（一般廃棄物担当職員研修も同時に）を管内２箇所で開催しました。 

※  福井会場：7月 27日(水)～28日(木) 三重会場：8月 22日(月)～23日(火) 
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５ 廃家電等の不用品回収業者・不適正輸出事案への対応について 

中国をはじめとする東アジアや東南アジア各国へのスクラップ等の循環資源の輸出が

増加している中、脱法的に特定有害廃棄物等を海外へ輸出し、輸出先国で環境問題を引

き起こしている事案が発生しています。 

当事務所では、輸出入業者等からの事前相談をはじめ、税関等との連携による監視・

取締り等の水際対策（立入検査、現地確認等）に努めているところです。 

特に、環境省では、不用品回収業者による廃家電の不適正処理対策を強化するため、

平成 24 年 3 月 19 日付け通知で「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断基準」1を示し

ました。当該通知を受け、当事務所では、廃家電の不法輸出の水際対策として、税関や

県・政令市、市町村と連携し、使用済家電製品(廃家電)が含まれるおそれがあるメタル

スクラップの輸出の際の取り締まりを強化しており、継続的な監視・指導を行っていま

す。 

関係する自治体におかれましては、廃棄物処理法に抵触する不用品回収業者の取締り

や指導を引き続きよろしくお願いいたします。 

                                            
1 【H24.3.19 通知】使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19506&hou_id=14992 



【資料2-１】

1.中部地域における不法投棄件数・投棄量の推移（都道府県別、平成１７～平成２７年度、新規判明事案）

件数 投棄量（ｔ） 件数 投棄量（ｔ） 件数 投棄量（ｔ） 件数 投棄量（ｔ） 件数 投棄量（ｔ） 件数 投棄量（ｔ） 件数 投棄量（ｔ） 件数 投棄量（ｔ） 件数 投棄量（ｔ） 件数 投棄量（ｔ） 件数 投棄量（ｔ）

富山県 4 160 0 0 1 11 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石川県 10 1,924 11 2,152 2 64 5 773 4 88 3 89 5 113 2 230 0 0 6 160 1 11

福井県 3 218 3 2,184 4 473 7 361 8 357 3 126 2 917 2 531 2 73 1 200 2 92

長野県 1 20 2 85 0 0 0 0 1 9,220 0 0 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0

岐阜県 3 33,500 1 238 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 629

愛知県 1 60 4 7,770 5 476 5 998 5 540 1 150 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0

三重県 11 808 6 130 14 507 8 68,005 5 393 4 311 3 390 5 205 3 601 3 6,390 12 1,007

合計 33 36,690 27 12,559 27 1,571 27 70,177 23 10,598 11 676 11 1,539 9 966 6 704 10 6,750 17 1,739

全国 558 172,179 554 131,233 382 101,718 308 202,730 279 57,274 216 61,944 192 53,311 187 43,875 159 28,840 165 28,773 143 165,550

都道府県名
平成23年度平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成27年度平成26年度平成24年度平成21年度 平成22年度 平成25年度

17.2万t

13.1万t

10.2万t

20.3万t

5.7万t
6.2万t

5.3万t
4.4万t

2.9万t 2.9万t

16.6万t

3.7万t

1.3万t
0.2万t

7.0万t

1.1万t
0.1万t 0.2万t 0.1万t 0.1万t 0.7万t 0.2万t
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【資料２-２】

2．中部地域における不法投棄等の残存件数及び残存量　（市町村別、平成２７年度末時点）

件数 量（トン） 件数 量（トン）
富山県 1 205 岐阜県 36 90,396

氷見市 1 205 羽島市 2 2,381
小計 1 205 各務原市 3 1,281

富山市 0 0 関市 1 8,500
小計 0 0 海津市 1 2,257

石川県 46 97,879 郡上市 2 1,077
かほく市 7 2,562 恵那市 1 1,825
加賀市 10 7,514 御嵩町 1 30
穴水町 2 102 高山市 1 226
志賀町 1 84 山県市 1 19,000
七尾市 2 43 瑞穂市 2 5,922
小松市 10 80,986 瑞浪市 5 16,811
津幡町 3 353 川辺町 1 800
能登町 2 159 土岐市 3 9,980
宝達志水町 2 1,269 東白川村 1 441
輪島市 5 2,671 美濃加茂市 2 5,436

小計 44 95,743 美濃市 2 2,749
金沢市 2 2,137 揖斐川町 3 5,660

小計 2 2,137 輪之内町 1 944
福井県 8 897,255 小計 33 85,320

あわら市 3 11,123 岐阜市 3 5,077
越前市 1 44,014 小計 3 5,077
高浜町 1 129 愛知県 40 672,346
坂井市 1 48 安城市 1 5,622
敦賀市 1 840,689 一宮市 6 100,625
福井市 1 1,252 稲沢市 3 8,153

小計 8 897,255 犬山市 2 17,441
長野県 20 52,753 江南市 2 554

伊那市 1 800 春日井市 1 65,423
駒ヶ根市 3 4,071 新城市 1 875
高山村 1 4,282 瀬戸市 3 63,367
小諸市 1 48 西尾市 2 61,626
松本市 1 540 知多郡美浜町 1 2,972
上田市 2 10,552 田原市 2 23,675
須坂市 2 991 東郷町 1 25,109
生坂村 1 1,650 豊川市 3 115,232
筑北村 1 472 弥富市 2 65,226
東御市 1 78 小計 30 555,900
富士見町 1 400 名古屋市 0 0
平谷村 1 355 小計 0 0

小計 16 24,239 豊田市 4 11,673
長野市 4 28,514 小計 4 11,673

小計 4 28,514 豊橋市 6 104,773
小計 6 104,773

岡崎市 0 0
小計 0 0

三重県 46 1,924,140
いなべ市 2 57,010
伊賀市 6 51,866
亀山市 1 1,710
桑名市 3 135,284
菰野町 1 7,600
四日市市 6 1,537,918
松阪市 6 46,952
津市 10 30,024
南伊勢町 1 15
尾鷲市 1 10
名張市 1 6,960
明和町 1 32,434
鈴鹿市 7 16,356

小計 46 1,924,139
合計 197 3,734,974

場所（市区町村名） 場所（市区町村名）

*小数点以下の端数処理により合計値に相違がある場合があります



●撮影画像の確認
●動作状況の確認
●設置状況の確認
（いたずら被害の有無など）

●バッテリー・メモリーカードの交換

地方公共団体（設置場所団体）

不法投棄監視通報システム（監視カメラ）設置事業

（概要）不法投棄監視パトロール業務の一環として監視カメラを設置することにより、
効率的に不法投棄を減少させることを目的とする。
中部地方環境事務所が地方公共団体と連携して設置し、設置後の管理等は
地方公共団体が行う。撮影された画像から行為者が特定された事例もある。

中
部
地
方
環
境
事
務
所
（設
置
者
）

システムの設置希望

システム設置

中部地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課

警察との連携等

刑事告発、行政指導など

【過去の設置実績】
H１８ ３県内に計８か所
H１９ ５県内に計11か所

H２０ ６県内に計16か所
H２１ ６県内に計15か所
H２２ ６県内に計18か所
H２３ ６県内に計1９か所
Ｈ２４ ６県内に計１７か所
Ｈ２５ ７県内に計２１か所
Ｈ２６ ６県内に計２２か所
Ｈ２７ ６県内に計２０か所

不
法
投
棄

行
為
発
覚

＜管理の実施＞

【資料３】



【資料４】

産業廃棄物不法投棄等防止ネットワーク強化事業実績表

平成２８年度 平成２６年度 平成２５年度 平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度 平成２１年度 平成２０年度平成２７年度

○講演
①「行政処分の指針」
弁護士 鈴木道夫氏

②「資産調査と費用の求償」
公認会計士 山田咲道氏

③「不法投棄等の未然防止対策に
ついて」
京都府 岩城吉英氏

産業廃棄物適正処理担当者連絡会議

○講演

①「処理基準、施設基準等」

埼玉県 葛西聡氏

②「群馬県の行政代執行事例報告

について」

群馬県 小見洋氏

○講演

①「処理基準、施設基準等」

埼玉県 葛西聡氏

②「群馬県の行政代執行事例報告

について」

群馬県 小見洋氏

産業廃棄物不法投棄防止セミナー

三重県セミナー

産業廃棄物適性処理担当者連絡会議

産業廃棄物不法投棄防止（地域別）セミナー

石川県セミナー

参加数～１７５名

参加数～２７名

○講演

①【廃棄物処理法の動向と「行政処

分の指針」について】

環境省 青山清氏

②【産廃行政における会計学の基

礎】

公認会計士 山田咲道氏

③【不法投棄等未然防止への課題と

展望について】

京都府 岩城吉英氏

産業廃棄物適正処理担当者連絡会議

○講演

①【廃棄物処理法の動向と「行政処

分の指針」について】

環境省 青山清氏

②【奈良市における行政代執行事

例報告について】

奈良市 仲西範嘉氏

○講演

①【廃棄物処理法の動向と「行政処

分の指針」について】

環境省 矢野義春氏

②【奈良市における行政代執行事

例報告について】

奈良市 仲西範嘉氏

産業廃棄物不法投棄防止セミナー

長野県セミナー

岐阜県セミナー

参加数～８４名

参加数～２６名

○講演

①「行政処分の指針」について

弁護士 鈴木 道夫

②「業許可にみる会計学」について

公認会計士 山田咲道氏

③H22改正廃棄物処理法の概要に

ついて

京都府 岩城吉英氏

産業廃棄物適正処理担当者連絡会議

○講演
①H22改正廃棄物処理法の概要、
「行政処分の指針」と監視指導
のあり方について
環境省 矢野義春氏

②「札幌市における行政代執行事
例報告」について
札幌市 高田誉之氏

○講演
①H22改正廃棄物処理法の概要、
「行政処分の指針」と監視指導
のあり方について

環境省 矢野義春氏
②「札幌市における行政代執行事
例報告」について
札幌市 高田誉之氏

産業廃棄物不法投棄防止セミナー

富山県セミナー

愛知県セミナー

参加数～７６名

参加数～２２名

○講演

①廃棄物処理法の基礎知識

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

②廃棄物処理法の基礎知識（応用編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

③廃棄物の輸出入について

環境省 曽山信雄氏

④事例に関する情報交換

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

京都府 岩城吉英氏

⑤行政処分の指針の解説

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

環境省 菊澤信夫氏

⑥不適正処理案件の事例報告

三重県 西田憲一氏

⑦不法投棄等の現場対応

京都府 岩城吉英氏

⑧事例研究

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

京都府 岩城吉英氏

○講演
①廃棄物処理法の基礎知識
ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

②廃棄物処理法の基礎知識（応用編）
ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

③廃棄物の輸出入について
環境省 曽山信雄氏

④事例に関する情報交換

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏
京都府 岩城吉英氏

⑤行政処分の指針の解説

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏
環境省 菊澤信夫氏

⑥不適正処理案件の事例報告

長野県 是永 剛氏
⑦不法投棄等の現場対応

京都府 岩城吉英氏
⑧事例研究
ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏
京都府 岩城吉英氏

石川県連絡会

愛知県連絡会

参加数～１４７名

参加数～７５名

○講演

①入門廃棄物処理法

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

②不用品回収に関する事例報告

北九州市環境局環境監視部監視指導課長

青柳祐治氏

③豊田市における行政代執行事例報告

豊田市環境部廃棄物対策課 新實勝久氏

④廃棄物行政における会計学の基礎

エース会計事務所 山田咲道氏

⑤不法投棄の現場対応について（廃家電無許

可処分業者編）

京都府文化環境部環境・エネルギー局循環

型社会推進課 岩城吉英氏

○講演

①入門廃棄物処理法

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

②不用品回収に関する事例報告

北九州市環境局環境監視部監視指導課長

青柳祐治氏

③豊田市における行政代執行事例報告

豊田市環境部廃棄物対策課 新實勝久氏

④不法投棄の現場対応について（廃家電無許

可処分業者編）

京都府文化環境部環境・エネルギー局循環

型社会推進課 岩城吉英氏

⑤廃棄物処理法における関係者の責任追及に

ついて

蜂谷法律事務所 蜂谷英夫氏

福井県研修会

岐阜県研修会

参加数 １日目：１０３名 ２日目：１１２名

参加数 １日目：２９名 ２日目：４４名

廃棄物行政に関する連絡会廃棄物行政に関する研修会

○講演

①廃棄物処理法の必須知識（基礎編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

②廃棄物処理法の必須知識（応用編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

③行政代執行とその事例

岐阜市産業廃棄物特別対策課 藤嶋 義正氏

④改正行政処分の指針及び規制改革通知につ

いて

環境省産業廃棄物課 西川絵里氏

○講演

①廃棄物処理法の必須知識（基礎編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

②廃棄物処理法の必須知識（応用編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所 長岡文明氏

③行政代執行とその事例

岐阜市産業廃棄物特別対策課 藤嶋 義正

氏

④改正行政処分の指針及び規制改革通知につ

いて

環境省産業廃棄物課 佐原雅乃氏

長野県研修会（長野市：H25.10.17～18）

三重県研修会（津市：H25.11.11～12）

参加数 １日目：６１名 ２日目：８９名

参加数 １日目：４７名 ２日目：４７名

○講演

①廃棄物処理法の必須知識（基礎編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰長岡文明氏

②廃棄物処理法の必須知識（応用編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰 長岡文明氏

③岐阜市における不用品回収業者への対応

岐阜市環境事業部環境事業課南部環境事務

所

所長副主幹鹿嶋宏治氏

岐阜市環境事業部環境事業課不法投棄対策

係

副主査近藤伸氏

④平成22年廃棄物処理法改正及び各種通知につ

いて

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

産業廃棄物課法令係係長西川絵理氏

○講演

①廃棄物処理法の必須知識（基礎編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰長岡文明氏

②廃棄物処理法の必須知識（応用編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰 長岡文明氏

③岐阜市における不用品回収業者への対応

岐阜市環境事業部環境事業課南部環境事務

所

所長副主幹鹿嶋宏治氏

岐阜市環境事業部環境事業課不法投棄対策

係

副主査近藤伸氏

④平成22年廃棄物処理法改正及び各種通知につ

いて

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

産業廃棄物課法令係香田慎也氏

富山県研修会（富山市：H26.10.16～17 ）

愛知県研修会（名古屋市：H26.10.27～28）

参加数 １日目：１０５名 ２日目：１２６名

参加数 １日目：４４名 ２日目：４９名

○講演

①廃棄物処理法の必須知識（基礎編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰長岡文明氏

②廃棄物処理法の必須知識（応用編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰 長岡文明氏

③自治体事例報告：行政事例とコンプライアンス

長野県環境部 是永 剛 氏

④PCB廃棄物処理の経緯及び平成28年度改正

PCB特

別措置法の概要

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

産業廃棄物課 課長補佐 福井 和樹 氏

○講演

①廃棄物処理法の必須知識（基礎編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰長岡文明氏

②廃棄物処理法の必須知識（応用編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰 長岡文明氏

③自治体事例報告：行政事例とコンプライアンス

長野県環境部 是永 剛 氏

④PCB廃棄物処理の経緯及び平成28年度改正

PCB特

別措置法の概要

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

産業廃棄物課 課長補佐 今井 亮介 氏

福井県研修会（福井市：H28.7.27～28）

三重県研修会（四日市市：H28.8.22～23）

参加数 １日目：６７名 ２日目：６８名

参加数 １日目：３８名 ２日目：３８名

○講演

①廃棄物処理法の必須知識（基礎編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰長岡文明氏

②廃棄物処理法の必須知識（応用編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰 長岡文明氏

③三重県における不適正処理に係る行政代執

行について

三重県環境部廃棄物対策局廃棄物適正処理

プロジェクトチーム 班長 水谷 博和 氏

④水俣条約を踏まえた水銀廃棄物への対応等

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

産業廃棄物課 課長補佐 水谷 好洋氏

○講演

①廃棄物処理法の必須知識（基礎編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰長岡文明氏

②廃棄物処理法の必須知識（応用編）

ＢＵＮ環境課題研修事務所主宰 長岡文明氏

③三重県における不適正処理に係る行政代執

行について

三重県環境部廃棄物対策局廃棄物適正処理

プロジェクトチーム 班長 水谷 博和 氏

④水俣条約を踏まえた水銀廃棄物への対応等

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

産業廃棄物課 課長補佐 池田 克弥氏

石川県研修会（金沢市：H27.8.18～19）

岐阜県研修会（岐阜市：H27.8.25～26）

参加数 １日目：１０２名 ２日目：１１３名

参加数 １日目：３９名 ２日目：４６名



資料５

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

活動組織 国・県・市町村
多面的機能支払交付金
　資源向上支払（共同活動）

適宜 平成26年度
活動組織等の
保全管理区域
内

　地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、
水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援
　資源向上支払（共同活動）の農村環境保全活動において、不法投
棄防止のため施設等の定期的な巡回点検・清掃を実施することも可
能

地域資源の保全管理
を目的としており、不法
投棄対策だけを目的に
行う事業ではない。

北陸農政局
新潟県、富山県、石川県、福井
県、各県適正処理推進協議会、
関係農業団体等

北陸地域農業生産資材適正
処理推進協議会

未定 平成13年度 管轄区域内
　使用済の農業生産資材の適正処理を推進するため、構成員が適
正処理に関する情報の収集・提供や、普及・啓発等の業務を行う

機関名： 北陸農政局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

活動組織 国・県・市町村
多面的機能支払交付金
　資源向上支払（共同活動）

適宜 平成26年度
活動組織等の
保全管理区域
内

　地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、
水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援
　資源向上支払（共同活動）の農村環境保全活動において、不法投
棄防止のため施設等の定期的な巡回点検・清掃を実施することも可
能

地域資源の保全管理
を目的としており、不法
投棄対策だけを目的に
行う事業ではない。

東海農政局
岐阜県、愛知県、三重県、各県適
正処理推進協議会、関係農業団
体等

東海ブロック農業用使用済プ
ラスチック適正処理推進協議
会

未定 平成13年度 管轄区域内
　使用済の農業生産資材の適正処理を推進するため、構成員が適
正処理に関する情報の収集・提供や、普及・啓発等の業務を行う

機関名： 東海農政局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

長野県内
森林管理署等

各関係機関 不法投棄防止一斉パトロール 5月～7月 Ｈ17年度 管轄区域内
人目につきにくい森林への家電品や家庭ゴミ等の不法投棄は増加しているため、不法投
棄の防止のための啓発活動を関係機関等と連携し、森林管理署単位で実施する。

富山森林管理
署

各関係機関 不法投棄防止一斉パトロール 5月～7月 Ｈ17年度 管轄区域内
人目につきにくい森林への家電品や家庭ゴミ等の不法投棄は増加しているため、不法投
棄の防止のための啓発活動を関係機関等と連携し実施する。

岐阜県内
森林管理署

各関係機関 不法投棄防止一斉パトロール 5月～7月 Ｈ17年度 管轄区域内
人目につきにくい森林への家電品や家庭ゴミ等の不法投棄は増加しているため、不法投
棄の防止のための啓発活動を関係機関等と連携し、森林管理署単位で実施する。

愛知森林管理
事務所

各関係機関 不法投棄防止一斉パトロール 5月～7月 Ｈ17年度 管轄区域内
人目につきにくい森林への家電品や家庭ゴミ等の不法投棄は増加しているため、不法投
棄の防止のための啓発活動を関係機関等と連携し実施する。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

長野県内
森林管理署等

各関係機関 国有林ゴミゼロ運動 5月 Ｈ25年度 管轄区域内
毎年5月30日のゴミゼロ運動に併せ、「国有林ゴミゼロ運動」を設定し、各関
係機関と連携し、レクリエーションの森等で清掃活動等を実施する。

富山森林管理
署

各関係機関 国有林ゴミゼロ運動 5月 Ｈ25年度 管轄区域内
毎年5月30日のゴミゼロ運動に併せ、「国有林ゴミゼロ運動」を設定し、各関
係機関と連携し、レクリエーションの森等で清掃活動等を実施する。

岐阜県内
森林管理署

各関係機関 国有林ゴミゼロ運動 5月 Ｈ25年度 管轄区域内
毎年5月30日のゴミゼロ運動に併せ、「国有林ゴミゼロ運動」を設定し、各関
係機関と連携し、レクリエーションの森等で清掃活動等を実施する。

愛知森林管理
事務所

各関係機関 国有林ゴミゼロ運動 5月 Ｈ25年度 管轄区域内
毎年5月30日のゴミゼロ運動に併せ、「国有林ゴミゼロ運動」を設定し、各関
係機関と連携し、レクリエーションの森等で清掃活動等を実施する。

長野県内森林管理署
等･各関係機関 クリーン活動 7月 Ｈ17年度 管轄区域内

毎年7月を『「国民の森林」クリーン月間』と設定し、各関係機関と連
携し、清掃活動等を実施する。

富山森林管理署･各
関係機関 クリーン活動 7月 Ｈ17年度 管轄区域内

毎年7月を『「国民の森林」クリーン月間』と設定し、各関係機関と連
携し、清掃活動等を実施する。

岐阜県内森林管理
署･各関係機関 クリーン活動 7月 Ｈ17年度 管轄区域内

毎年7月を『「国民の森林」クリーン月間』と設定し、各関係機関と連
携し、清掃活動等を実施する。

愛知森林管理事務
所･各関係機関 クリーン活動 7月 Ｈ17年度 管轄区域内

毎年7月を『「国民の森林」クリーン月間』と設定し、各関係機関と連
携し、清掃活動等を実施する。

機関名：　中部森林管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

石川森林管理
署

関係団体 不法投棄防止一斉パトロール 通年
石川県内の国
有林

不法投棄の懸念の大きい林道周辺、過去に不法投棄を発見した箇
所及び入込者の多い名称及び景勝地等を主にパトロール

福井森林管理
署

関係団体 不法投棄防止一斉パトロール 通年
福井県内の国
有林

不法投棄の懸念の大きい林道周辺、過去に不法投棄を発見した箇
所及び入込者の多い名称及び景勝地等を主にパトロール

三重森林管理
署

関係団体 不法投棄防止一斉パトロール 通年
三重県内の国
有林

不法投棄の懸念の大きい林道周辺、過去に不法投棄を発見した箇
所及び入込者の多い名称及び景勝地等を主にパトロール

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

石川森林管理
署

関係自治体及びボランティア団体
等

「国民の森林」クリーン月間 ７月中 H19
石川県内の国
有林

関係機関等との協力が得られる箇所で水源地、景勝地等で地域と
の関わりが深い箇所及び観光地等で入込者が多い箇所で不法投
棄の防止や清掃活動のPRを行う。

福井森林管理
署

関係自治体及びボランティア団体
等

「国民の森林」クリーン月間 ７月中 H19
福井県内の国
有林

関係機関等との協力が得られる箇所で水源地、景勝地等で地域と
の関わりが深い箇所及び観光地等で入込者が多い箇所で不法投
棄の防止や清掃活動のPRを行う。

三重森林管理
署

関係自治体及びボランティア団体
等

「国民の森林」クリーン月間 ７月中 H19
三重県内の国
有林

関係機関等との協力が得られる箇所で水源地、景勝地等で地域と
の関わりが深い箇所及び観光地等で入込者が多い箇所で不法投
棄の防止や清掃活動のPRを行う。

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

機関名：　近畿中国森林管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

中部地方環境
事務所等

NPOグリーンバード名古屋チーム
第2回名古屋城から栄方面合
同クリーンアップ活動

6月1日 ２７年度 名古屋市内 三の丸から栄までゴミを拾い集める

中部経済産業
局

　名古屋市、産業技術総合研究
所中部センター、富山高等専門
学校等

平成２８年度小型家電リサイ
クル啓発事業

8月6日 ２６年度
産業技術総合
研究所中部セ
ンター

親子が廃小型家電から金を取り出すイベント。金を取り出す化学反
応を待っている時間に不法投棄防止の啓発をした。

中部経済産業
局

グリーンサイクル(株)等
平成２８年度家電プラント見学
会

2月2日 ２５年度
グリーンサイク
ル(株)

四日市の消費者等を対象に家電リサイクルプラント見学会を実施。
見学の前に不法投棄防止の啓発をした。

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

機関名：　中部経済産業局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

近畿経済産業
局

近畿地方環境事務所
家電、小型家電、自動車リサ
イクル法に基づく立入検査

随時
平成１３年
度

近畿管内 立入検査等の実施により、不適正処理、不法投棄を防止

近畿経済産業
局

近畿地方環境事務所 家電リサイクルプラント見学会 10月頃
平成２５年
度

近畿管内
10月の３Ｒ推進月間に開催し、消費者及び家電小売店等に対し適
切な家電のリサイクルの仕組みを周知し、不適正処理、不法投棄を
防止

近畿経済産業
局

商業組合 消費者懇談会等 随時
平成２７年
度

近畿管内
消費者等に対し適正処理に関する説明・意見交換等を実施し、不適
正処理、不法投棄を防止

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

機関名：　近畿経済産業局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

国土交通省
全ての河川、ダ
ム、海岸関係事
務所

自治体、市民団体等 河川、海岸巡視 通年
直轄管理区域
内

河川、海岸を日常的に巡視するとともに河川管理用カメラでも補助
的に監視することで、不法投棄の抑止や不法投棄の早期発見と対
応を実施。特に河川、海岸愛護月間（７月）中などに、直轄管理区域
等周辺の自治体、市民団体等と連携して不法投棄監視のパトロー
ルを実施。

国土交通省
全ての河川、ダ
ム関係事務所

河川管理施設の維持管理と
不法投棄防止のための施設
設置

通年
直轄管理区域
内

河川の維持管理の中で、橋脚に引っかかったゴミやダム、堰に貯
まったゴミなど治水上支障となるゴミの回収を実施するとともに、不
法投棄禁止看板や不法投棄を行う車両の進入防止柵などを設置。

国土交通省
全ての道路関係
事務所

直轄国道の維持管理 ①道路
パトロール、②道路清掃、③
不法投棄注意看板設置

通年
全国の直轄管
理国道

①道路パトロールを実施し、ごみ不法投棄が発見され、通行に支障
になる場合はパトロール員により撤去、又は、日常の維持作業の中
で撤去。②道路の機能および美観の保持ならびに沿道環境の保全
を目的に道路清掃を人力、清掃車等により実施。③頻繁にごみ不法
投棄が為される道路敷地において、不法投棄防止の注意喚起看板
等を設置。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

該当なし

機関名：中部地方整備局（国土交通省）　　　　　　　　　　　　
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３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

国土交通省 河川、海岸愛護月間の実施 7月 全国各地

国民の共有財産である河川、海岸を貴重な生活空間として良好な
状態に保つため、河川、海岸の愛護運動の推進に必要な施策を積
極的に展開する。この運動の中で河川、海岸のゴミ関係の施策とし
て、良好な河川、海岸の環境の創出のためのゴミの清掃等、河川や
海岸にゴミ等を投棄しないように呼びかけを行う等の啓発等の施策
を推進。

国土交通省
多くの河川、ダ
ム関係事務所

自治体、市民団体、学校等
住民参加による清掃活動の
実施や普及啓発活動の実施

随時
直轄管理区域
内

直轄管理区域周辺の自治体、市民団体、学校などと連携して、住民
参加による河川敷およびダム湖周辺の清掃活動を実施。また、住民
に対して不法投棄防止に向けて普及啓発するため、ゴミの不法投棄
場所などを示すマップ等を作成し、ホームページ等を通じて広く周
知。

国土交通省 環境教育 随時 全国各地 出前講座等による環境教育等を実施。

国土交通省中
部地方整備局、
愛知県、岐阜
県、三重県

各河川・海岸沿いの市町村、賛
同企業や団体等

川と海のクリーン大作戦 秋

伊勢湾・三河湾
に流入する主
要河川及び海
岸

地元自治体・企業・団体等と連携して住民に呼びかけを行い、河川
及び海岸の一斉清掃活動を実施。

85

国土交通省、都
道府県、市町
村、各高速道路
株式会社等

都道府県、市町村、各高速道路
株式会社等

道路ふれあい月間 8月 全国

道路清掃（道路を利用している国民の方々が改めて道路とふれあ
い、道路の役割及び重要性を再認識していただくこと等を目的とし
て、全国の道路管理者が主催し8月に各種運動を展開。
その一環として、地域住民等が主体となり道路清掃を実施。）

国土交通省 市町村、住民グループ等
ボランティア・サポート・プログ
ラム

通年
全国の直轄管
理国道

住民グループ等（実施団体）と道路管理者、市町村（協力者）の三者
間で協定を締結し、決められた一定区画の直轄管理国道において、
道路の美化清掃等のボランティア活動を実施。

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

国土交通省
多くの河川、ダ
ム関係事務所

自治体、県警、市民団体等 協議会等の開催 随時 事務所管内
不法投棄の防止、不法投棄に対する迅速・的確な対応を図るため、
管内の自治体などと情報交換を行う協議会等を開催。

国土交通省関
東地方整備局
等他８ヶ所

自治体
舟艇利用振興対策会議等の
開催

年1～2回
（期日は未
定）

管轄区域内

プレジャーボートの適正な係留、保管対策の推進にあたっては、各
地域の実情に即した地域単位での取り組みが重要であるとの認識
のもと、地方運輸局と地方整備局が共同で地方自治体等関係者と
の情報の共有体制及び各種施策の実施にあたっての協調体制を確
立するため会議を開催。

83
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

北陸地方整備
局

- 河川巡視パトロール 通年 -
管内の所管河
川区域内

河川パトロールで不法投棄の監視を実施。 -

北陸地方整備
局

- 道路パトロール 通年 -
管内の直轄国
道

道路パトロールで不法投棄の監視を実施。 -

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

機関名： 北陸地方整備局　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

管内各海上保
安部署

管内沿岸部の巡視警戒 通年
担任区域内沿
岸部（愛知・三
重）

巡視船艇・航空機・陸上から、海上及び沿岸部のパトロールを実
施。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

管内各海上保
安部署

海洋環境保全推進月間 ６月
担任区域内（愛
知・三重・岐阜）

マリーナ、漁協、大型商業施設等での啓発用ポスター掲示、小中学
製を対象とした海洋環境教室、園児を対象とした環境紙芝居等。

管内各海上保
安部署

公益財団法人　海上保安協会
第１８回「未来に残そう青い
海」海上保安庁図画コンクー
ルの実施

募集期間６
月～８月（未
定）

平成１２年
度

同上
海洋環境保全思想の普及促進等を目的とした小中学生対象の図画
コンクールを（公財）海上保全協会との協賛で実施。

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

管内各海上保
安部署

海事及び漁業関係団体並びに関
係行政機関等

海洋環境保全講習会 適宜 担任区域内
海事及び漁業関係者等を対象とした海上安全講習会等に併せ、海
洋環境保全講習会を実施。

機関名：　第四管区海上保安本部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

富山県 不法投棄監視パトロール 通年 Ｈ１７年度
富山市を除く県
内全域

専従の不法投棄監視指導員（2名)が、車両にて不法投棄、不適正
処理を監視、指導する。

富山県 スカイパトロール 7月、10月 Ｈ１４年度 県内全域
県消防防災ヘリコプターにより、上空からの不法投棄、不適正処理
現場を監視する。

富山県、石川
県、金沢市、小
矢部市

富山・石川県境における廃棄
物不法投棄監視パトロール

10月 Ｈ１８年度 富山・石川県境
県境における廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、県境付近
を合同でパトロールするもの。

富山県、高岡
市、氷見市、小
矢部市、南砺市

富山・石川県境における廃棄
物不法投棄監視パトロール

7月 H２８年度 富山・石川県境
県境における廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、県境付近
を構成団体が合同でパトロールするもの。

富山県、県内市
町村

不法投棄重点監視パトロール 通年 Ｈ２１年度 県内全域
各市町村が管轄区域内の不法投棄多発区域から「不法投棄重点監
視パトロール区域」を選定し、県と市町村が協力してパトロール活動
を行うもの。（28年度:51区域）

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

富山県 富山県警
産業廃棄物収集運搬車両路
上検査

6月 富山県内
県内の主要幹線道路を通過する産業廃棄物収集運搬車両を停止さ
せ、排出事業者名、マニフェスト、積載物などを確認する。

富山県、富山市 富山県警
産業廃棄物収集運搬車両路
上検査

10月 富山市内
富山市内の主要幹線道路を通過する産業廃棄物収集運搬車両を
停止させ、排出事業者名、マニフェスト、積載物などを確認する。

富山県、石川
県、金沢市、小
矢部市

富山県警
富山・石川県境における産業
廃棄物収集運搬車両の路上
検査

10月 Ｈ１８年度 富山・石川県境
富山・石川県境を通過する産業廃棄物収集運搬車両を停止させ、
排出事業者名、マニフェスト、積載物などを確認する。

富山県、岐阜
県、富山市

富山県警
富山・岐阜県境における産業
廃棄物収集運搬車両の路上
検査

10月 Ｈ２７年度 富山・岐阜県境
富山・岐阜県境を通過する産業廃棄物収集運搬車両を停止させ、
排出事業者名、マニフェスト、積載物などを確認する。

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

富山県 広報啓発活動 6月、10月 富山県内
環境月間、不法投棄防止月間に富山県の広報誌、新聞、ラジオ、電
光掲示板等の広報媒体を利用し、不法投棄防止を呼びかける。

富山県、(公財）
とやま環境財団

エコライフ・アクト大会 6月 Ｈ１９年度
富山市内(予
定)

一般参加者に啓発グッズを配布する。

機関名： 富山県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

富山県、中部地
方環境事務所、
富山県警察本
部、伏木海上保
安部、産業廃棄
物協会、とやま
環境財団、各市
町村

富山県廃棄物不法処理防止
連絡協議会

５月、２月 Ｈ６年度 富山市内
廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止するため、構成団体が不
適正処理対策、不法投棄情報に関する意見交換等を行う。

富山県、石川
県、金沢市、小
矢部市

富山・石川県境における産業
廃棄物の不法投棄の未然防
止に関する連絡会議

６月、２月 Ｈ１８年度
6月:富山県
2月：石川県

県境における廃棄物の不法投棄の未然防止に関する体制強化に取
り組むため、構成メンバーが情報交換を行う。

事務局
６月：富山県
２月：石川県

富山県、各市町
村

富山県警
家電品等無料回収業者の立
入検査

７～８月 Ｈ２３年度 富山県内
廃家電等の不適正処理、不法投棄の防止のため、各無料回収所の
立入検査指導を実施し、廃棄物適正処理の徹底を図る。

富山県、(一社)
富山県産業廃
棄物協会

産業廃棄物適正処理講習会 10月
富山市内(予
定)

多量排出者、収集運搬業者を対象とした講習会を開催し、事業者に
対し不法投棄防止カレンダー、パンフレットを配布する。
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別記様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

1．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

石川県 石川県警、海上保安庁
不法投棄監視スカイパトロー
ル

6月、10月、
11月
（年4回予
定）

Ｈ13年度 管轄区域内
県消防防災ヘリ、県警ヘリ、海上保安庁ヘリにより、上空からパト
ロールを実施し、不法投棄や不法焼却及び不適正処理現場等を監
視する。

石川県
福井県、加賀市、白山市、坂井
市、勝山市

石川・福井県境合同パトロー
ル

6月、10月
（年2回）

Ｈ17年度 石川・福井県境 県境での不法投棄防止ランドパトロールを行う。

石川県 富山県、金沢市、小矢部市
石川・富山県境合同パトロー
ル

10月
（年1回）

Ｈ18年度 石川・富山県境 県境での不法投棄防止ランドパトロールを行う。
平成29年度幹事:石川
県

2．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

石川県 福井県 県境合同産廃車両路上検査
6月
（年1回）

Ｈ13年度 石川・福井県境
県境を通過する産業廃棄物運搬車両を停止させ、排出事業者名、
処分事業者名、マニフェスト、積載物等を確認する。

平成29年度幹事:石川
県

石川県 富山県、金沢市 県境合同産廃車両路上検査
10月
（年1回）

Ｈ13年度 石川・富山県境
県境を通過する産業廃棄物運搬車両を停止させ、排出事業者名、
処分事業者名、マニフェスト、積載物等を確認する。

平成29年度幹事金沢
市

3．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

石川県 石川県警、各市町等
全国ごみ不法投棄監視ウィー
ク

5月～6月 Ｈ19年度 県内各所
全国ごみ不法投棄監視ウィークに合わせ、ラジオ放送、県境合同パ
トロール等を実施する。

石川県 各市町 不法投棄防止強化月間 10月 Ｈ18年度 県内各所
不法投棄防止看板の配布、ラジオ放送、県内一斉パトロール等を実
施する。

機関名：　石川県　　　　　　　　　　　
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4．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

石川県
石川県警、 海上保安庁、各市、
各業界団体

石川県産業廃棄物不法処理
防止連絡協議会

5月
（年1回）

Ｈ6年度 石川県庁
産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止するため、構成メン
バーが不適正処理対策、不法投棄情報に関する意見交換等を行
う。

石川県 福井県、石川・福井県警
県境における廃棄物の不法
投棄行為に対する監視体制
強化のための連絡会議

6月、10月
（年2回）

Ｈ17年度 石川県・福井県
産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止するため、両県が不
適正処理対策、不法投棄情報に関する意見交換等を行う。

石川県
富山県、金沢市、小矢部市、石
川・富山県警

県境における廃棄物の不法
投棄の未然防止に関する連
絡会議

6月、１月
（年2回）

Ｈ18年度 石川県・富山県
産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止するため、両県が不
適正処理対策、不法投棄情報に関する意見交換等を行う。

石川県 石川県警、各市町
産業廃棄物不法処理防止地
区情報交換会

11月
（年2回）

Ｈ7年度 県内2箇所
産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止するため、構成メン
バーが不適正処理対策、不法投棄情報に関する意見交換等を行
う。

石川県 石川県産業廃棄物協会 適正処理推進講習会
11月
（年１回）

Ｈ１７年度 県内3カ所
産業廃棄物排出事業者及び処理業者の実務担当者を参集して、廃
棄物処理法及び適正処理推進についての実務講習を行う。

石川県
日本環境衛生センター・石川県産
業廃棄物協会

産業廃棄物現減量化に関す
る事例発表と意見交換会

２月
（年１回）

Ｈ２０年度 石川県庁
産業廃棄物の減量化・３Ｒを推進するために産業廃棄物排出事業
者を参集して、県内企業による廃棄物減量化に関する事例発表及
び参加者や３Ｒアドバイザーによる意見交換会を行う。

石川県 石川県産業廃棄物協会 循環産業育成セミナー
2月
（年１回）

Ｈ５年度
石川県地場産
業振興センター

産業廃棄物処理業者に対し、リサイクル技術の高度化やリサイクル
ビジネスへの転換を推進するための講習を行う。

石川県 各市町 不法処理防止研修会
２月
（年1回）

Ｈ７年度 石川県庁
廃棄物の不法投棄等防止のため、市町の廃棄物行政担当者及び
県市町の公共事業発注業務担当者に対して不法投棄防止対策に
ついて講習を行う。
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

福井県 不法投棄防止パトロール 通年
各出先機関管
内

出先機関職員による月２回の休日パトロール、２ヶ月に１回の夜間
パトロール

福井県 警察
不法投棄監視スカイパトロー
ル

６月
１０月

福井県内
県警ヘリに搭乗し、県内を上空からパトロールおよび不適正処理現
場を視察する。

福井県
石川県

石川県
福井・石川県境合同パトロー
ル

６月
１０月

Ｈ1７年度 福井・石川県境
県境における廃棄物の不法投棄行為に対する体制強化の一環とし
て石川県と合同の県境パトロールを実施する。

福井県 民間委託
廃棄物不法投棄等監視業務
（民間委託監視パトロール）

通年 Ｈ19年度 福井県内
県内不法投棄等監視用務および監視カメラ設置業務を民間の警備
会社に委託

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

福井県 滋賀県、岐阜県、県税、警察
産業廃棄物運搬車両の路上
検査

６月、１０月 H12年度
福井・滋賀県境
福井・岐阜県境

産業廃棄物運搬車両を停止させ、排出事業者、処分業者、マニフェ
スト、積載物等を確認する。

福井県
石川県

石川県、警察
産業廃棄物運搬車両の路上
検査

６月 H13年度 福井・石川県境
産業廃棄物運搬車両を停止させ、排出事業者、処分業者、マニフェ
スト、積載物等を確認する。

福井県 福井県税、警察
産業廃棄物運搬車両の路上
検査

６月、１０月 福井県内
産業廃棄物運搬車両を停止させ、排出事業者、処分業者、マニフェ
スト、積載物等を確認する。

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

福井県 市町
全国ごみ不法投棄監視ウィー
ク

５月、６月 Ｈ19年度 福井県内 新聞、広報誌等による啓発。

福井県 市町、警察、産廃協会、自治会 不法投棄廃棄物処理事業 適宜 Ｈ14年度
各出先機関管
内

地域住民等の参加による不法投棄廃棄物の速やかな撤去を支援す
る事業を実施し報道発表して広報。

福井県 市町、警察
不法投棄等防止啓発強調月
間

１２月
各出先機関管
内

ラジオ出演、パネル展示、懸垂幕の掲示などの広報のほか、警察が
発行する広報への掲載依頼。

機関名：　　福井県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

16



４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

福井県
石川県

石川県、警察
県境における廃棄物の不法
投棄行為に対する監視強化
のため連絡会議

７月
１０月

H12年度 福井・石川県
県境における廃棄物の不法投棄に対する監視強化するために、両
県の構成員が情報交換や連携事業の確認を行う。

幹事：７月福井県
　　　10月石川県

福井県 市町、土木、農林県職員
市町併任職員および立入権
限付与職員に対する研修会

４月、６月 福井県内
市町の新規併任職員への研修、立入権限付与された県職員への研
修を実施。

４月：市町職員
６月：他部署職員

福井県
土木、農林、警察、産廃協会、市
町、民間団体

産業廃棄物不法処理防止連
絡協議会

出先機関
各年１回

H6年度 各出先機関 構成メンバーが不適正処理に対する情報共有、意見交換を行う。

福井、岐阜、三
重、滋賀

岐阜、三重、滋賀
四県廃棄物担当監視取締連
絡調整会議

未定 H12年度 幹事県
不適正処理事案の監視取締業務担当者の情報交換、連絡事業の
確認を実施。（まんなか共和国四県共同連携事業）

H29年度幹事　福井県
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

長野県 スカイパトロール
4～5月
9～10月

H8年度 県内
長野県消防防災ヘリコプターにより、上空からのパトロール及び不
適正処理現場等を確認する。

各7回、計14回

長野県
NEXCO東日本
NEXCO中日本

不法投棄防止夜間監視事業 6月から11月 H13年度 県内
職員により幹線道路の巡回や高速道路インターチェンジ等に駐留し
て、監視を行う。

長野県
不法投棄監視連絡員による
パトロール

通年 H12年度 県内
県が委嘱した不法投棄監視連絡員(100名)により、不法投棄常習地
帯を重点にパトロールする。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

長野県
岐阜県
NEXCO東日本

産業廃棄物運搬車両点検指
導

6月・10月 H7年度 県内
県内の主要道路を通過する産業廃棄物運搬車両を停止させ、マニ
フェスト、許可証(写)、積載物等を確認する。

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

長野県 広報媒体による普及啓発 5月 不法投棄監視ウィークに合わせて広報紙等による啓発を行う。

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

長野県

市町村
警察署
資源循環保全協会
環境美化団体　等

不法投棄防止対策協議会
（県内10広域圏ごとに設置）

各圏域の協
議会ごとに
随時

H４年度 県内
産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止するため、構成メン
バーが不適正処理対策、不法投棄の情報交換、不法投棄防止パト
ロール等を行う。

機関名：　長野県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

岐阜県 市町村
ランドパトロール

未定
Ｈ９年度以
前

岐阜県内
地域ごとに設置されている廃棄物不適正処理対策連絡会議の構成
メンバーにより、パトロールを実施する。

岐阜県 市町村
スカイ＆ランドパトロール

未定 Ｈ９年度 岐阜県内
地域ごとに設置されている廃棄物不適正処理対策連絡会議の構成
メンバーにより、防災ヘリコプターを活用した陸空連携パトロールを
実施する。

年５回程度

岐阜県 民間事業者（警備会社）
夜間・休日産業廃棄物不適正
処理監視パトロール業務委託 通年 Ｈ12年度

岐阜県内（岐阜
市を除く）

勤務時間外である夜間、休日におけるパトロール業務を民間事業者
に委託して実施する。

夜間：225回／年
休日昼間：225回／年

岐阜県
不法投棄監視カメラ

随時 Ｈ17年度
岐阜県内（岐阜
市を除く）

可搬式で簡易に設置できるカメラを活用し、産廃不法投棄等の実態
を調査する。

6台保有

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

福井県、岐阜県 県警、県税事務所
福井県・岐阜県共同による産
業廃棄物運搬車両路上検査 11月頃 Ｈ12年度 県境

産廃運搬車両に対し、廃棄物の積載状況、排出元、搬入先等を確
認すると共に、適正処理について指導・啓発する。

Ｈ29福井県主催

滋賀県、岐阜県 県警、県税事務所
滋賀県・岐阜県共同による産
業廃棄物運搬車両路上検査 6月頃 Ｈ10年度 県境

産廃運搬車両に対し、廃棄物の積載状況、排出元、搬入先等を確
認すると共に、適正処理について指導・啓発する。

Ｈ29岐阜県主催

三重県、岐阜県 県警、県税事務所
三重県・岐阜県共同による産
業廃棄物運搬車両路上検査 11月頃 Ｈ10年度 県境

産廃運搬車両に対し、廃棄物の積載状況、排出元、搬入先等を確
認すると共に、適正処理について指導・啓発する。

Ｈ29三重県主催

長野県、岐阜県 県警、県税事務所
岐阜県・長野県共同による産
業廃棄物運搬車両路上検査 10月頃 Ｈ23年度 県境

産廃運搬車両に対し、廃棄物の積載状況、排出元、搬入先等を確
認すると共に、適正処理について指導・啓発する。

Ｈ29長野県主催

岐阜市、岐阜県 県警、県税事務所
産業廃棄物収集運搬車両に
対する路上検査 11月頃 Ｈ20年度 岐阜市内

産廃運搬車両に対し、廃棄物の積載状況、排出元、搬入先等を確
認すると共に、適正処理について指導・啓発する。

岐阜県主催

富山県、富山
市、岐阜県 県警、県税事務所

産業廃棄物収集運搬車両に
対する路上検査 6月頃 H27年度 県境

産廃運搬車両に対し、廃棄物の積載状況、排出元、搬入先等を確
認すると共に、適正処理について指導・啓発する。

Ｈ29岐阜県主催

中部地方環境
事務所、愛知
県、三重県、名
古屋市、岐阜県

県警

環境省中部地方環境事務所
及び三県一市による産業廃
棄物運搬車両路上検査 10月頃 Ｈ13年度 幹事県市

産廃運搬車両に対し、廃棄物の積載状況、排出元、搬入先等を確
認すると共に、適正処理について指導・啓発する。

H29年度幹事：愛知県
（幹事県市は持ち回り）

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

※不法投棄防止等の直接的なＰＲではないが、岐阜県内の排出事業者を対象に産廃の適正処理に係る啓発指導を随時行っている。

機関名：　　岐阜県　　　　
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４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

岐阜県 市町村（岐阜市を除く）

産業廃棄物等立入検査強化
事業の実施に係る産業廃棄
物等に関する講習会

４月 Ｈ14年度 岐阜県内

産廃に係る立入検査ができるように県職員に併任している市町村職
員に対し、法令等について説明する。 Ｈ29年度：2会場

岐阜県 市町村、警察署、消防本部
廃棄物不適正処理対策連絡
会議 随時 Ｈ９年度 岐阜県内

各現地機関ごとに設置。関係機関が連携し、廃棄物の不適正処理
事案に係る情報共有、合同パトロール等を実施する。

東海・北陸ブ
ロック構成県市 中部地方環境事務所

全国環境衛生・廃棄物関係課
長会廃棄物部会東海・北陸ブ
ロック会

未定 Ｈ11年度 幹事県市
産廃処理に係る情報交換等を行う。

H29年度幹事：岡崎市

愛知県、三重
県、静岡県、名
古屋市、豊田
市、豊橋市、岡
崎市、岐阜市、
静岡市、浜松
市、岐阜県

中部地方環境事務所
四県七市産業廃棄物処理行
政担当者会議

未定 幹事県市

産廃処理に係る情報交換等を行う。

H29年度幹事：浜松市

福井県、三重
県、滋賀県、岐
阜県

福井県・岐阜県・三重県・滋賀
県廃棄物担当監視取締連絡
調整会議

未定 Ｈ12年度 幹事県

産廃不適正処理事案の監視取締業務に係る情報交換等を行う。
（日本まんなか共和国４県共同連携事業の一環） H29年度幹事：福井県

岐阜市、岐阜県
岐阜県・岐阜市廃棄物不適正
処理対策調整会議 随時 Ｈ16年度 岐阜市内

産廃不適正処理事案に係る情報交換等を行う。

岐阜県 市町村（岐阜市を除く）

岐阜県不適正処理廃棄物撤
去支援事業交付金 随時 Ｈ25年度 岐阜県内

行為者が不明あるいは行政処分後も行為者の死亡又は資力不足
により長期間放置されている産業廃棄物を市町村が撤去する費用
の1/2を補助する。（県費上限：１事案300万円）

H28年度実績：1市1町
H29年度予定：1市1町
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

愛知県 民間へ委託
不法投棄等監視業務（民間パ
トロール）

通年 Ｈ１３年度 管轄区域内
　民間の警備会社に、平日の夜間及び休日の昼間の監視業務を委
託し、不法投棄等の不適正処理を行っている者に対する監視の強
化を図る。

愛知県 　－ 特別機動班強化事業 通年 Ｈ１８年度 管轄区域内 　警察官ＯＢを県事務所に配置し、指導・監視の強化を図る。

愛知県

愛知県内各市町村（名古屋市、
豊橋市、岡崎市、豊田市を除く。）
社団法人愛知県産業廃棄物協会
社団法人愛知県建設業協会

排出事業者及び産業廃棄物
処理業者への一斉立入指導

６月１日～
　　６月３０
日
１１月１日～
　１１月３０
日

不明 管轄区域内

　産業廃棄物の適正な処理を推進するため、産業廃棄物の適正処
理に係る指導期間を定め、排出事業者及び産業廃棄物業者への一
斉立入検査を行う。
　また、愛知県産業廃棄物協会等にパトロールの実施等の協力を
依頼する。

愛知県 　－ ヘリコプターによる上空監視 年１回 H２６年度 管轄区域内
　地上からの監視が困難な場所等の監視を強化するとともに県民へ
の不法投棄防止の意識づけを図るため、防災ヘリコプターによる上
空からの監視を行う。

過去に、H12年度～
H15年度まで実施。

愛知県 民間へ委託（操縦のみ）
小型無人飛行機（ドローン）に
よる上空監視

年２回 H２７年度 管轄区域内
　障害物により地上からの監視が困難な場所等の監視について、産
業廃棄物の不適正処理の改善につなげるため、廃棄物の保管状況
の確認を行う。

ドローンの活用詳細に
ついては検討中。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

愛知県、岐阜
県、三重県、名
古屋市、中部環
境事務所

警察署（実施場所所管）
３県１市産業廃棄物運搬車両
路上検査

年１回 　Ｈ1２年度
２９年度担当県
内

　県境を越えて広域的に移動する産業廃棄物の不法投棄など不適
正事案を防止するため、県境を通過する産業廃棄物運搬車両を停
止させ、マニフェスト、積載物等を確認する。

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

なし

機関名：　愛知県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

愛知県
（各県民事務
所）

県関係機関、関係市町村、県警、
関係団体等

地域産業廃棄物不法処理防
止連絡協議会

年１回 Ｈ1４年度
県民事務所
（７事務所）

　産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止するため、構成メ
ンバーが不適正処理対策、不法投棄情報に関する意見交換等を行
う。

愛知県 　－
食品廃棄物の処理に係る講
習会（仮）

未定 Ｈ２９年度 県内
　廃棄物処理業者に対して、食品廃棄物の処理に係る法令順守の
徹底等をテーマとした講習会を開催する。

愛知県 　－
食品廃棄物の処理に係る講
習会（仮）

未定 Ｈ２９年度 県内
　県関係機関と連携して、食品関係団体の会員企業が一同に集ま
る説明会において、廃棄物処理法に基づく排出事業者責任の周知
徹底を図る。

愛知県 県産業廃棄物協会
排出事業者現地確認研修会
（仮）

未定 Ｈ２９年度 県内
　県産業廃棄物協会と連携して、食品廃棄物処理に精通した専門
家を講師に迎え、処理状況の確認ポイント等についての研修会を開
催し、排出事業者の現地確認能力の向上等を図る。
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

三重県 県防災航空隊、県警 スカイパトロール 6,8,10,1月 Ｈ5年度 県内
全容が把握しにくい産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理事案を
上空から監視するため、県防災ヘリや県警ヘリを活用したスカイパト
ロールを実施する。

三重県
県警、（一社）三重県産業廃棄物
協会、情報提供協定締結事業者
等

「全国ごみ不法投棄監視
ウィーク」三重県出発式

5月30日 平成20年度 県庁前駐車場
「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」において、路上検査、スカイパト
ロール及び啓発活動等を実施するにあたり、関係機関と合同で出発
式を挙行する。

三重県 民間警備会社 産業廃棄物監視パトロール 通年 平成21年度 県内
県の人的、時間的な制約により間隙の生じやすい時間帯の監視活
動を補完するため、県内全域の監視パトロールを民間警備会社へ
委託する。

三重県 市町等 不法投棄監視カメラ 通年 平成19年度 県内
間隙の無い監視活動を行うため、24時間連続稼働が可能な不法投
棄監視カメラを活用する。あわせて不法投棄監視カメラの設置によ
り、抑止効果を持たせ、未然防止を図る。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

三重県 滋賀県、岐阜県、和歌山県
産業廃棄物運搬車両の路上
検査

5～12月 平成10年度
県境付近主要
道

県境を越えて移動する産業廃棄物の不法投棄等不適正処理の防
止を目的として、産業廃棄物運搬車両に対する検査及び指導を行
う。

三重県
中部地方環境事務所、愛知県、
岐阜県、名古屋市

産業廃棄物運搬車両の路上
検査

10～12月 平成13年度
県境付近主要
道

県境を越えて移動する産業廃棄物の不法投棄等不適正処理の防
止を目的として、産業廃棄物運搬車両に対する検査及び指導を行
う。

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

三重県 （一社）三重県産業廃棄物協会
ごみ不法投棄監視キャンペー
ン

5.30～6.5 平成20年度 県内

ショッピングセンター等において、不法投棄等の情報提供を呼びか
けるチラシ等を県民の方に配布し、県民の方の連携とご協力により
幅広い監視体制を構築し、「不法投棄を許さない社会づくり」を進め
る。

機関名：  三重県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

三重県 市町、情報提供協定締結事業者
三重県不法投棄等防止対策
講習会

5月10日 平成20年度 津市内
産業廃棄物の監視・指導に係る知識及び技能の向上を図るため、
産業廃棄物に係る立入検査業務を実施する市町職員及び情報提
供協定締結事業者を対象とした講習会を開催する。

三重県
不法投棄防止パトロール等活動
団体

不法投棄等防止パトロール等
活動団体支援事業

5月 平成23年度 津市内
廃棄物の不法投棄防止活動等に積極的に取り組む団体に対し、不
法投棄防止パトロール用品を配布する。

三重県 事業者
「廃棄物の不法投棄等の情報
提供に関する協定」締結式

7月頃 平成16年度 県庁
廃棄物の不法投棄等を発見した場合に県に対して情報提供いただ
くことにより早期発見・早期是正を図ることを目的として、情報提供
協定を新たな事業者と締結する。
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

金沢市 町会連合会
廃棄物対策推進員による監
視

通年 H4年度 金沢市内
市内62地区より廃棄物対策推進員を委嘱し、不法投棄の早期発
見・早期対応を図る。

任期は2年

金沢市 不法投棄監視パトロール 通年 H21年度 金沢市内
職員2名が、市内の山間部及び海岸部を中心にパトロールを行い、
不法投棄の早期発見・早期回収に努める。

金沢市 不法投棄監視パトロール 6月、11月 金沢市内
期間中、7台の巡視車輌が不法投棄防止街宣放送を行いながらパト
ロールを実施。

富山県、石川
県、金沢市、小
矢部市

富山・石川県境における廃棄物
不法投棄の未然防止に関する連
絡会議

不法投棄監視合同パトロール 10月 H19年度 富山・石川県境
幹線道路周辺の県境区域を対象に、周辺自治体合同でパトロール
を行う。

金沢市 夜間パトロールの実施 夏～冬期 H29年度 金沢市内 不法投棄多発地域を重点的に夜間パトロールを実施。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

富山県、石川
県、金沢市、小
矢部市

富山・石川県境における廃棄物
の不法投棄の未然防止に関する
連絡会議

産業廃棄物運搬車両路上検
査

10月 H18年度 富山・石川県境
産業廃棄物収集運搬車両の路上検査を行うことで、不法投棄の未
然防止を図る。（排出事業者名、処分業者名、マニフェスト、運搬車
輌表示、積載物などの確認）

福井県、石川
県、金沢市

所轄の警察署
産業廃棄物運搬車輌路上検
査

6月 石川・福井県境
産業廃棄物収集運搬車両の路上検査を行うことで、不法投棄の未
然防止を図る。（排出事業者名、処分業者名、マニフェスト、運搬車
輌表示、積載物などの確認）

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

金沢市
GOMITOMO学生連絡会
（学生ボランティア）

不法投棄撲滅街頭キャンペー
ン

5月30日から
6月末

金沢市内
「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」及び環境月間の取組みとして、市
内にてのぼり旗の設置、啓発グッズの配布を実施する。

金沢市 市内・市近隣の各大学
ごみ出しルール及び不法投棄
防止啓発に関する説明会

4月～6月
市内・市近隣の
各大学

大学新入生に対し、ごみ出しのマナーやルールを説明するととも
に、不法投棄防止を啓発する。

金沢市 市内の各大学
卒業シーズン前の不法投棄
防止啓発活動

12～3月 H27年度
市内の各大学
投棄多発地区

学生街の多い自治会や不動産業者と連携し、引越ごみの不法投棄
が多発するシーズンを見据え啓発パンフの配布を行う。

機関名：　金沢市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

金沢市
不法投棄防止監視カメラによ
る監視活動

H29年3月～
同年12月ま
で

H21年度
市内不法投棄
多発区域

不法投棄多発箇所に監視カメラ及び監視カメラ告知用看板を設置
し、不法投棄未然防止等を図る。

金沢市 不法投棄監視カメラの貸与 通年 H29年度 金沢市内 不法投棄に悩む地域団体へ監視カメラの貸与制度を創設。

金沢市
不法投棄防止啓発看板の設
置

通年
市内不法投棄
多発区域

不法投棄多発箇所に不法投棄防止啓発看板を設置し、不法投棄未
然防止等を図る。

H28年度より英語、中
国語、韓国語併記

金沢市 廃棄物対策推進員研修会 不法投棄防止啓発事業 4月 金沢市施設
不法投棄に係る基礎知識、及び連絡体制等についての研修会を実
施する。

金沢市
警察、町会連合会、郵便事業者、
民間運送会社など

不法投棄防止ネットワーク会
議

11月 H15年度 金沢市内 不法投棄に関する情報交換・研修会等を行う。

富山県、石川
県、金沢市、小
矢部市

富山・石川県境における廃棄物
の不法投棄の未然防止に関する
連絡会議

6月、2月
（年2回）

H18年度
6月富山県
1月石川県

富山・石川県境の不法投棄防止対策共同事業の実施や情報交換
等を行う。

金沢菊水ライオ
ンズクラブ

金沢市 不法投棄物合同回収作業 11月 H10年度 市内
地元のライオンズクラブ主催の不法投棄防止対策事業（投棄物回収
等）を共同実施する。
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

岐阜市 民間警備会社 不法投棄監視等パトロール 適時 H6年度 市内
青色回転灯装備車で防犯パトロールを兼ね、不法投棄常習箇所の
パトロールを実施する。（5時間/回×60回）

岐阜市 職員 不法投棄監視等パトロール 通年 H19年度 市内
毎月第2土曜日、青色回転灯装備車で防犯パトロールを兼ね、不法
投棄多発箇所の夜間パトロールを実施する。

岐阜県・岐阜市 関係行政機関等
岐阜地域廃棄物不適正処理
対策連絡会議

未定 H19年度 岐阜圏域・市内
岐阜県と合同で、県防災ヘリコプターによる空からのパトロール及び
公用車で市内の不適正事案箇所等のパトロールを実施する。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

岐阜県・岐阜市 警察署
岐阜県・岐阜市共同による産
業廃棄物運搬車両に対する
路上検査

未定 H20年度 市内
岐阜県と岐阜市が共同して産業廃棄物収集運搬車両の路上検査を
実施し、積載物や携行書類等について検査・指導を行う。

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

岐阜市
小中学校、不法投棄監視モニ
ター

不法投棄防止ポスター 9月 H5年度 市内
市内小中学生から募集した原稿を基に不法投棄防止ポスターを作
成し、公共施設や不法投棄監視モニターを通じて各地域の施設等
に掲示する。

岐阜市まるごと環
境フェア実行委員
会

岐阜市、環境保全団体、企業等 岐阜市まるごと環境フェア 秋期 H14年度 JR岐阜駅周辺
市民・環境保全団体・企業・行政等により市民総参加を促すイベント
を実施し、環境意識の高揚を図ると共に具体的な行動を始める場と
する。

岐阜市 岐阜市 不法投棄防止チラシ 3月 H18年度 全世帯
不法投棄防止チラシを作成し、「ごみ出しのルール」と併せて市内全
世帯に配布する。

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

岐阜市 市内警察署
廃棄物不適正処理防止に関
する調整会議

春期及び秋
期（2回）

H14年度 市役所
市内4警察署及び市の不法投棄担当者で会議を行い、情報交換及
び事案対する問題の共有化を図る。

機関名： 岐阜市　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

名古屋市
不法投棄防止重点場所の夜
間巡回パトロール

通年（5、11
月は強調月
間）

平成13年度 市内全域
夜間に、不法投棄の多発又は恐れのある地域において、定点監視
パトロール又は巡回監視パトロールを行う。

名古屋市
監視カメラの設置による常時
監視

通年 平成13年度 市内全域
不法投棄常習場所のうち、不法投棄が繰り返され生活環境に重大
な影響を及ぼしたり、その恐れがある箇所へ監視カメラを設置し、常
時監視する。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

愛知県、岐阜
県、三重県、名
古屋市、中部地
方環境事務所

警察署（実施場所所管）
三県一市産業廃棄物運搬車
両路上検査

（年度内に１
回）

29年度担当県
内

管轄警察署と連携し、産業廃棄物収集運搬車両を対象に、車両表
示、マニフェスト及び積載物等について路上検査を実施する。

29年度：愛知県

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

（一社）愛知県
産業廃棄物協
会、名古屋市

産業廃棄物不法投棄防止
キャンペーン

6月 市内
（一社）愛知県産業廃棄物協会と行政が協力し、街頭での広報活動
を実施する。

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

名古屋市 名古屋市に隣接する17市町村
名古屋市隣接市町村不法投
棄連絡会議

7月、11月 平成12年度
名古屋市及び
市境

廃棄物の不法投棄問題について意見や情報の交換を行い、不法投
棄対策の推進を図る。

名古屋市
区安心・安全で快適なまちづ
くり協議会専門部会

適宜 平成13年度 各区
区ごとに行政と住民とが協働して、不法投棄防止対策の検討や情
報交換、合同撤去、パトロールなどを行う。

名古屋市
市内16郵便局
名古屋タクシー協会

民間事業者等からの不法投
棄の情報通報制度

通年 平成13年度 市内全域
協定・覚書締結団体の社員等が不法投棄の現場を発見した場合、
当該情報を市に通報していただく。

機関名：　名古屋市　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

富山市 － 不法投棄監視パトロール活動 通年 管轄区域内
全国ごみ不法投棄監視ウィーク・不法投棄防止強化月間時期は、
職員が海岸沿、河川敷、山間地を重点的に監視パトロール

富山市 富山県防災航空センター
不法投棄監視スカイパトロー
ル活動

１０月11日 H16年度 市内一円 県消防防災ヘリコプターを利用し、空中から監視

富山市 委託業者
不法投棄監視パトロール業務
委託

４月９日～
３月３１日

H21年度 市内全域
民間事業者へ不法投棄監視パトロールを委託
（２人）

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

岐阜県
富山県
富山市

岐阜県警、岐阜県税事務所（予
定）

産業廃棄物不適正処理防止
のための路上調査

未定 H27年度
富山県内（予
定）

富山県及び岐阜県と合同で行い、産廃運搬車を任意に抽出し、積
荷等を調査・指導。（２人）

富山県
富山市

富山県警、富山県税事務所
産業廃棄物不適正処理防止
のための路上調査

１０月中旬 H17年度
富山県内（予
定）

富山県と合同で行い、産廃運搬車を任意に抽出し、積荷等を調査・
指導。（２人）

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

富山市
富山県

（一社）富山県産業廃棄物協会 産業廃棄物適正処理講習会 10月 H8年度 富山市（予定）
富山県内の排出事業者を対象として法令改正や適正処理のための
講習会を実施（富山市、富山県の委託事業）

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

富山市 中部地方環境事務所 不法投棄監視カメラ設置事業
４月～６月
（予定）

H18年度 富山市内
中部地方環境事務所より監視カメラを借り受けし、不法投棄多発箇
所に監視カメラを設置する。

機関名：　富山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

豊田市
航空写真を解析した不法投棄
等調査・指導事業

4月～3月 H20年度 豊田市内全域
発見しにくい場所の不法投棄や比較的小規模な不適正処理に対す
る早期の是正を目的として、航空写真の解析などにより、是正措置
が必要な場所を発見し、是正指導を行う。

豊田市
監視カメラによる不法投棄の
監視事業

4月～3月 H19年度 豊田市内全域
不法投棄が頻発する場所に監視カメラの設置し、行為者の解明及
び不法投棄の防止を図る。

豊田市 土石採取現場合同パトロール 4月～3月 H18年度 豊田市内全域
当市の廃棄物対策課と開発審査課により、土石等の採取現場のパ
トロールを行い、埋戻土砂などに混入した廃棄物の不法投棄等の早
期発見と適切な指導を行う。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

足助警察署

愛知県（高圧ガス担当）、豊田市
消防本部（危険物担当）、豊田保
健所(毒物担当）、豊田市廃棄物
対策課（廃棄物担当）

車両検問 11月 H23年度

未定
H28年度は、豊
田市小田木町
地内

産業廃棄物運搬車両の検問、指導を行う。

豊田警察署

愛知県（高圧ガス担当）、豊田市
消防本部（危険物担当）、豊田保
健所(毒物担当）、ＮＥＸＣＯ中日
本、豊田市廃棄物対策課（廃棄
物担当）

車両検問 11月 H18年度

未定
H28年度は、東
名高速道路豊
田インターチェ
ンジ

産業廃棄物運搬車両の検問、指導を行う。

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

豊田市
廃棄物適正処理推進員によ
る訪問啓発指導

4月～3月 H24年度 豊田市内全域
排出事業者責任の観点から、市内の事業所へ戸別訪問指導を実施
し、廃棄物の適正処理と減量化・資源化を推進する。

H24年10月から開始

機関名：　豊田市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

豊田市
日本郵便㈱豊田郵便局はじめ13
団体

異変の通報に関する覚書に
基づく措置内容連絡会議

6月 H17年度 豊田市内全域

協力団体（覚書締結団体）の社員等が業務の途中で不法投棄等の
通報対象の異変を発見した場合、市に連絡し、市が早期に対応する
ことにより、市民生活の安全と地域環境の保全を図る。措置内容連
絡会議は、通報のあった事案に対する内容についての報告等を行
う。

豊田市
（一社）愛知県産業廃棄物協会、
豊田商工会議所　ほか

各種セミナー・講習会の開催 4月～3月 H25年度 豊田市内
産業廃棄物処理業者向けの講習会、廃棄物の排出事業者向けの
講習会を開催し、廃棄物の適正処理の理解を深める。

豊田市 はいたい通信の発信 4月～3月 H27年度 メールで配信
当市が選んだ業界情報や行政処分事例等の最新情報、法令の改
正等の適正処理に役立つ記事を配信するメールマガジン

2月に1回の頻度で配
信
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

長野市 不法投棄パトロール 通年 平成9年度 長野市内 職員及び業者委託によるパトロール及び回収を実施。

長野県 信濃川を守る協議会　他 河川パトロール 5月・10月 管轄区域内
千曲川（信濃川）水系を管轄する自治体等が、それぞれ区域内のパ
トロールを実施。

長野県・長野市 長野県警
不法投棄・不適正処理防止ス
カイパトロール

4月・10月 平成18年度 管轄区域内
長野県、長野県警のヘリコプターにより、上空からのパトロール及び
不適正処理現場等を確認する。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

長野県・長野市 長野県警等
産業廃棄物収集運搬車両点
検指導

10月
長野市又は周
辺市のＩＣ等

上信越自動車道ＩＣ付近を通行する廃棄物収集運搬車両を停止さ
せ、マニフェスト、許可証、積載物等を確認する。

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

長野市 不法投棄防止看板設置 通年 長野市内 不法投棄防止看板を主要場所に設置。

長野市
不法投棄・ポイ捨て禁止看板
斡旋

通年 長野市内 申し出のあった地区に看板を配布。

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

関東甲信越福島静岡地
区の都県政令市

産業廃棄物不適正処理防止
広域連絡協議会

6月、10月
不適正処理の未然防止及び発生後の迅速かつ的確な対応のため
の情報交換、連携、協力体制の確保等。

関東甲信越地区
の都県政令市

産業廃棄物処理対策連絡協
議会

7月、１月 産業廃棄物の事務に関し、県等の相互間及び国との連絡調整。

機関名：　長野市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

豊橋市 愛知県警
不法投棄監視スカイパトロー
ル

1月下旬 Ｈ16年度 市内全域
愛知県警のヘリコプターにより、上空からのパトロール及び不適正
処理現場の監視をする。

豊橋市
委託による早朝、夜間、休日
の監視パトロール

４月～３月 Ｈ14年度 市内全域
受託業者が、夜間休日の市内の不法投棄多発箇所等の巡回パト
ロールや指定した要監視事業所の監視等を実施する。

豊橋市
監視カメラによる不法投棄の
監視事業

４月～３月 Ｈ18年度 市内全域
監視カメラのデータの取得、解析により不法投棄の発見と適切な指
導をする。

豊橋市 （一社）愛知県産業廃棄物協会 不法投棄監視強化パトロール ６月 市内全域
本市職員と(一社）愛知県産業廃棄物協会が協力し、市内の不法投
棄多発地域の監視パトロールを行う。

豊橋市
夜間における事業所立入・監
視パトロール

４月～３月 市内全域 職員による夜間の立入や監視パトロールを適宜実施する。

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

豊橋市 愛知県警
産業廃棄物収集運搬車両
路上検査

１１月 Ｈ25年度 市内
産業廃棄物収集運搬車両に対し、積載物や携帯書類等について検
査、指導を行う。

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

豊橋市
各種不法投棄防止用機器の
設置

４月～３月 市内全域
センサーライト、防止用看板、防止用テープなど、不法投棄防止用
機器を市内の不法投棄多発箇所に設置し、啓発を行う。

豊橋市
事業系リーフレットの作成、配
布

４月～３月 市内全域
事業系ごみの適正処理等について記載したリーフレットを作成し、市
内の事業者へ配布し、啓発を行う。

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

豊橋市 タクシー協会、郵便局
不法投棄等通報に関する覚
書事業

４月～３月 市内全域
各事業所職員の業務等巡回時に、不法投棄等を発見した場合に市
に通報する「覚書」を結んでいる。

機関名：　　豊橋市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別添様式

平成29年度における不法投棄監視等の取組予定について

１．パトロール関係

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

岡崎市 なし
不法投棄等監視スカイパト
ロール

未定(年２
回）

Ｈ25年度 管轄区域内
ヘリコプターをチャーターし空からの監視を実施し、大規模な不適正
処理事案等を発見後、立入りを行い違法性があれば是正する。

H28：9/1、2/10

岡崎市 なし 不法投棄等監視パトロール 通年 Ｈ17年度 管轄区域内
H17年度～H24年度に航空写真解析により抽出された不適正処理
の継続事案及びH25年度から新たに把握した不適正処理事案を、
不法投棄等情報管理システムを活用し監視・指導を行う。

岡崎市 なし 不法投棄等休日パトロール 11月～３月 Ｈ20年度 管轄区域内 月２回程度、休日に処理業者を中心に巡回パトロールを実施する。

岡崎市 なし 不法投棄等夜間パトロール 未定 Ｈ26年度 管轄区域内
月２回程度、夜間に不法投棄多発地域を中心に巡回パトロールを
実施する。

岡崎市 なし
画像解析による不法投棄等
監視パトロール

未定 Ｈ27年度 管轄区域内
職員自らが２箇年分の航空写真を比較・解析し、画像に変化のあっ
た場所など不適正処理の恐れがあると判断された現場に立入、必
要に応じて指導・啓発等を行う。

H28:６月～３月

２．路上検査

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

岡崎市 岡崎警察署、愛知県
産業廃棄物収集運搬車両路
上検査

未定(年１
回）

Ｈ21年度 管轄区域内
産業廃棄物の収集運搬に関し、廃棄物処理法を遵守しているか確
認するために収集運搬車両の路上検査を実施する。

H28:11月　愛知県西三
河県民事務所廃棄物
対策課と合同で実施

岡崎市、豊田市 岡崎警察署又は豊田警察署
産業廃棄物収集運搬車両合
同路上検査

未定(年１
回）

Ｈ26年度 管轄区域内
産業廃棄物の収集運搬に関し、廃棄物処理法を遵守しているか確
認するために収集運搬車両の路上検査を豊田市と合同で実施す
る。

路上検査場所は、交互
に選定　Ｈ28年度　豊
田市で実施

３．啓発活動

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

岡崎市 なし 不法投棄等防止強化月間 ６月 H23年度
市広報誌に掲
載

環境月間や不法投棄監視ウィークに合わせて、市広報誌などで不
法投棄等防止等を呼びかける。

４．協議会・講習会・研修・その他

実施主体 協力主体 事業名等 実施（予定）日 開始年度 場所 事業概要 備考

岡崎市 なし
廃棄物処理に係るセミナー
（排出事業者・処理業者）

未定 H26年度 岡崎市役所他
廃棄物処理法の理解を深め、更なる知識の習得を目的として、廃棄
物排出事業者等を対象とした廃棄物の適正処理に係る説明会を行
う。

H28年度　１回

岡崎市 岡崎森林組合
「廃棄物の不適正処理の情報
提供に関する協定書」に基づ
く業務

通年 H25年度 管轄区域内
岡崎森林組合の職員が業務中に廃棄物の不適正処理のおそれが
あると思われる状況を確認した場合、情報の提供を受け、遅滞なく
廃棄物処理法等の法令に基づき適切に対処する。

機関名： 岡崎市　　　　　　　　　　　　　　　
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中国における使用済電子機器の処理実態
※これらの全てが日本から輸出された物とは限らない。

出典：環境省：平成19年度家電リサイクル推進調査報告書

【資料６】

1



http://www.env.go.jp/recycle/yugai/law/uhe_h250417_an.html

廃棄物(中古利用に適さない使用済特定家庭用機器（エアコン、洗濯機等）)の無確認輸出未遂に伴う厳重注意

2



新聞広告
（H26年 全国47都道府県地方紙掲載）

不用品回収業者に関する情報はこちら

環境省 不用品回収 検索

「環境省 いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル！」

朝日新聞 夕刊
（平成２５年４月１１）

3



4

不用品回収業者による不適正保管（不用品回収業者逃走）

中部地方環境事務所における不用品回収業者対策



5

スクラップ回収業者による不適正処理（指導中の状況 １／３）

※冷蔵庫を粉砕し、少しずつスクラップ等の雑品に混ぜたもの

中部地方環境事務所における不用品回収業者対策



6

※産廃として処理させる断熱材等

スクラップ回収業者による不適正処理（指導中の状況 ２／３）

中部地方環境事務所における不用品回収業者対策



7

※大量の廃エアコン → 家電リサイクル法のルートで処理するよう指導

スクラップ回収業者による不適正処理（指導中の状況 ３／３）

中部地方環境事務所における不用品回収業者対策



8

一方、家庭用のエアコン、
冷蔵庫、カーエアコン1台

に充填された冷媒フロン
を大気中に排出してしま
うと、約2000kgCO2の
排出量に相当する

様々な対策を講じて、排出量を半減程度（約2000kgCO2/世帯）は（費用を投じれば）実現可能だろう

フロン排出量の相場観
快適な居住空間と省エネの実現との比較

エコライフスタイルの実践

高断熱住宅(窓、壁等)

注: 省エネルギーセンター「家庭の省エネ大辞典」、温室効果ガスインベントリオフィス等を参考に概算。前提条件により数値は変動する。

太陽光発電

屋上緑化

太陽熱温水器

高効率給湯器
(燃料電池, HP等)

百～千kgCO2の削減

千kg以上CO2の削減

数百kgCO2の削減

数百～千kgCO2の削減

1世帯当たりCO2排出量(2010年度)

約4758kgCO2/世帯

数百～千kgCO2

の削減

高効率エアコン

高効率自動車

高効率照明

高効率技術への買換え効果 ：数百～千kgCO2削減

エコライフスタイルの実践 : 百～千kgCO2削減

再生可能・新エネの導入効果：千kgCO2以上削減
インフラ整備の効果 : 数百～千kgCO2削減



廃棄物処理制度専門委員会報告書 
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  ① 現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

  ② 見直しの方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

 

（１０）廃棄物処理分野における地球温暖化対策の強化・・・・・・ １８ 

  ① 現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

  ② 見直しの方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

 

（１１）廃棄物処理法に基づく各種規制措置等の見直し・・・・・・ １９ 

 ア 親子会社間における自ら処理の拡大・・・・・・・・・・・・ １９ 

  ① 現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

  ② 見直しの方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

 イ 許可申請等の負担軽減や合理化・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

  ① 現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

  ② 見直しの方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

 ウ 欠格要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

  ① 現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

  ② 見直しの方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

 

（１２）地方自治体の運用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

  ① 現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

  ② 見直しの方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 
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（７）廃棄物等の越境移動の適正化に向けた取組及び廃棄物等の健全な再生利

用・排出抑制等の推進に向けた取組 

ア 有害特性を有する使用済物品の健全な再生利用の推進 

① 現状と課題 

内部に有害物質が含まれ、本来の用途での使用を終了した電気電子機器

等（以下「使用済電気電子機器等」という。）は、不適正な取扱いを受け

やすく、その場合に生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある物であ

るが、近年、このような使用済電気電子機器等が雑多な物と混ぜられた金

属スクラップ（以下「雑品スクラップ」という。）などの形で、廃棄物処

理法及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成４年法律

第 108 号。以下「バーゼル法」という。）に基づく輸出時の規制を事実上

ほとんど受けず、輸出先でどのような取扱いを受けるか不明な状態で輸出

されている。 

水際規制を受けずに輸出された使用済電気電子機器等が輸出先で十分

な技術を持たない者によってリサイクルされることにより、現地での人の

健康や環境に悪影響を及ぼすことが懸念されている。 

また、雑品スクラップを積載した船舶や保管中のスクラップヤードにお

いて、火災が発生し、港湾周辺等の生活環境や経済活動に影響を及ぼす事

例も発生している。さらに、スクラップヤードでの保管や破砕等に際して

使用済電気電子機器等に含まれる有害物質が周辺に飛散するなど生活環

境への悪影響が生じることも懸念される。 

電気電子機器等については、使用を終了したもので、リユースに適さな

い物は、「特定家庭用機器再商品化法」（平成 10年法律第 97号。以下「家

電リサイクル法」という。）、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に

関する法律」（平成 24 年法律第 57 号。以下「小型家電リサイクル法」と

いう。）等に基づく適正処理が確保されたリサイクルルートを整備するこ

とにより、適正な資源循環の実現を目指してきたところであるが、当該ル

ートを外れ雑品スクラップ等として輸出に至る事例もある。このような事

例では、有害物質を適正に管理するためのコストが十分に内部化されてお

らず、国内の適正処理を行っている事業者との間で、競争上の不公平が生

じていることが懸念される。 

環境省は、平成 24 年３月に使用済家電製品の廃棄物該当性を明確化す

るための通知（いわゆる「3.19 通知」）を発出し、リユースに適さない又

はその目的に適さない粗雑な取扱いがなされている場合等には、無料で引

き取られ、又は買い取られたものであっても、廃棄物に該当すると判断し

て差しつかえないこと等を地方自治体に助言している。 

しかしながら、地方自治体からは、3.19通知だけでは有償取引されてい

る物品及びその取扱いを廃棄物処理法で取り締まりを行うことは困難で

あるとの指摘がある。こうした状況を受け、例えば鳥取県では、平成 27
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年 12 月に独自の条例を制定し、特定の使用済物品等を保管する施設に対

する届出制度や保管基準を導入している。 

本年４月に取りまとめた「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討

会」報告書の中では、生活環境の保全上の支障が生ずることのないように

するため、「インフォーマルセクターで取り扱われることで国内外での環

境汚染が懸念されることから、水際のみならず、上流まで遡って、国内で

の排出から収集、運搬、保管、その後の輸出から相手国におけるリサイク

ルに至るまでの一連の取扱いを環境上適正に管理し、有害廃棄物等の不適

正な越境移動を防止するための方策を検討すべきである」とされたところ

である。 

 

② 見直しの方向性 

使用済電気電子機器等が、製品としての再使用が行われず、破砕等され

たもの（雑品スクラップがこれに該当）については、ぞんざいに取り扱わ

れることにより、その内部に含まれる有害物質が飛散、流出する等のおそ

れがあり、生活環境の保全上の支障が生じさせる可能性があることから、

適正な管理下に置く必要があるものと考えられる。スクラップヤードには

ある程度広域的な範囲から物品が持ち込まれている実態があること、使用

済電気電子機器等に起因すると考えられる火災が発生していることや保

管、処分等に際して有害物質が周辺に飛散するなどの環境影響の懸念が生

じていることを踏まえ、そのような生活環境に係る被害を生じるおそれが

ある性状を有する物の保管や処分をしようとする者について、法的対応も

含め、都道府県等による一定の規制に係らしめるべきである。 

例えば、その保管や処分等に関して、飛散・流出を防止する等の処理基

準の遵守を求めることができるようにすることで、生活環境への悪影響を

防止することができるようにすべきである。さらに、処理基準の遵守状況

を確認し、及び遵守を徹底するため、都道府県等の行政機関が報告徴収、

立入検査や処理基準の違反等があった場合における必要な措置を行うこ

とができるようにすべきである。 

こうした措置を講じるに当たっては、適正処理が確保されたリサイクル

ルートでの使用済電気電子機器等の資源循環を促すという視点が重要で

あるところ、家電リサイクル法に基づき再商品化等を実施する施設や小型

家電リサイクル法に基づく認定事業者の処理施設での取扱い等、法令に基

づき環境保全上の措置が講じられ、又は環境汚染のおそれがないと考えら

れる場合には二重規制とならないよう留意をすべきである。また、雑品ス

クラップではなく、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがない金属ス

クラップの再資源化を阻害することのないよう、留意をすべきである。 

あわせて、スクラップヤード業者について、一般廃棄物の取扱いの疑い

やバーゼル法に基づく輸出等にも関係する場合は、適宜、都道府県等と市
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町村や国の行政機関が連携することが期待される。 

なお、雑品スクラップの輸出に対する規制については、別途進められて

いるバーゼル法の見直しに係る検討の場において、並行して他法令におい

ても輸出までの対応について十分な検討を行うべきとの意見があったこ

とを踏まえつつ、環境上不適正な輸出を防ぐための対策を総合的に進めて

いくべきである。 

 

イ バーゼル法との二重手続等の改善 

① 現状と課題 

廃棄物等を輸出しようとする者が、その輸出に当たって廃棄物処理法に

基づく手続が必要かどうかを判断することが困難な事例があることから、

その改善が求められている。また、廃棄物処理法に基づく環境大臣の輸出

確認とバーゼル法に基づく環境大臣の輸出確認との間で審査内容等の重

複が生じており、その改善が求められている。 

さらに、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバ

ーゼル条約（以下「バーゼル条約」という。）の規定に違反して我が国に

廃棄物が不法に輸入された場合には、同条約に基づいて輸出国に当該廃棄

物を返送することが認められているが、現行法では、このような場合であ

っても通常の廃棄物と同様に環境大臣の輸出確認を行う必要があるため、

返送が円滑に行えないという問題も存在する。 

中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の

在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・

リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ合同会議

においては、バーゼル法における特定有害廃棄物等の輸出入に関して、環

境汚染等が生ずるリスクに応じた規制水準の適正化を図る観点からバー

ゼル法の見直しの方向性について検討が行われたところである。 

この検討の中では、輸入国によって環境上適正な処理が行われることが

あらかじめ確認されている施設（事前同意施設）で再生利用等を行う目的

でＯＥＣＤ加盟国向けに特定有害廃棄物等を輸出する場合の手続の簡素

化、我が国での処理において環境汚染等が生ずるリスクが低いと考えられ

る特定有害廃棄物等の輸入における手続の簡素化、試験分析を目的として

少量の特定有害廃棄物等の輸出入を行う際の手続の簡素化、といった各種

の手続を簡素化する方向性が示された。特定有害廃棄物等が廃棄物処理法

上の廃棄物に該当する場合もあることから、同専門委員会からは、上述の

簡素化等を実現するために廃棄物処理法とバーゼル法との一体的な措置

が求められているところである。 
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② 見直しの方向性 

事業者負担を軽減するため、輸出に際して廃棄物処理法に基づく手続の

要否を迅速に判断することができるようにするとともに、廃棄物処理法に

基づく輸出確認とバーゼル法に基づく輸出確認との間で重複が生じてい

ることを踏まえ、これらの確認に関する審査を簡素化するなど必要な措置

を講ずるべきである。 

また、バーゼル条約の規定に違反して我が国に廃棄物が不法に輸入され

た場合には、同条約に基づいて輸出国に当該廃棄物を返送することができ

るように必要な措置を講ずるべきである。 

さらに「中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の

規制の在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃

棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ合同

会議報告書」においてバーゼル法の見直しに併せて、廃棄物処理法におい

ても一体的な措置求められている事を踏まえ、輸入国によって環境上適正

な処理が行われることがあらかじめ確認されている施設（事前同意施設）

で再生利用等を行う目的でＯＥＣＤ加盟国向けに廃棄物を輸出する場合

の手続の簡素化、我が国での処理において環境汚染等が生ずるリスクが低

いと考えられる廃棄物の輸入における手続の簡素化、試験分析を目的とし

て少量の廃棄物の輸出入を行う際の手続の簡素化、についても、必要な措

置を講ずるべきである。 

 

（８）優良な循環産業の更なる育成 

① 現状と課題 

優良産廃処理業者認定制度は、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、

電子マニフェスト、財務体質の健全性等の点において通常の許可基準より

も厳格な基準に適合する優良な産業廃棄物処理業者に優遇措置を付与す

るとともに、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境

を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の

適正処理を積極的に推進する観点から、平成 22 年の廃棄物処理法改正に

おいて創設された。平成 23年４月の施行から平成 28年９月末までに 7,670

件（業者数としては 1,050者）の認定を行っており、その認定数は着実に

増加しているが、その認定の数と質の両面の向上が必要である。 

また、廃棄物処理に関する優良な人材育成に向けた取組をより推進する

ための措置が必要である。 

 

② 見直しの方向性 

優良産廃処理業者認定制度の目的である産業廃棄物の適正処理の積極

的な推進のため、優良認定を受けた処理業者が当該認定の要件に適合しな

い事態に至った場合には、都道府県等による事実確認等を通じ、その事実



１．現状と課題 

２．改正案の概要 

(1)廃棄物の不適正処理への対応の強化 
 
①許可を取り消された者等に対する措置の

強化（第19条の10等） 

 市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処
理業の許可を取り消された者等が廃棄物の
処理を終了していない場合に、これらの者
に対して必要な措置を講ずることを命ずる
こと等ができることとする。 
②マニフェスト制度の強化(第12条の5) 

特定の産業廃棄物を多量に排出する事業
者に、紙マニフェスト（産業廃棄物管理
票）の交付に代えて、電子マニフェストの
使用を義務付けることとする。 

(2)有害使用済機器の適正な保管等の義
務付け(第17条の2） 

  
○人の健康や生活環境に係る被害を防止す     
るため、雑品スクラップ等の有害な特性
を有する使用済みの機器（有害使用済機
器）について、 
・これらの物品の保管又は処分を業とし
て行う者に対する、都道府県知事への届
出、処理基準の遵守等の義務付け 
・処理基準違反があった場合等における
命令等の措置の追加 
等の措置を講ずる。 

（３）その他 
 

○親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定
を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会
社間で産業廃棄物の処理を行うことができることとする。（第12条の7） 

(2)雑品スクラップの保管等による影響 
 

鉛等の有害物質を含む、電気電子機器等の
スクラップ（雑品スクラップ）等が、環境
保全措置が十分に講じられないまま、破砕
や保管されることにより、火災の発生や有
害物質等の漏出等の生活環境保全上の支障
が発生。 
 
 
 
 
 
＜明らかになった課題＞ 
○こうした有価で取引され、廃棄物に該当
しない雑品スクラップ等の保管等に際し
て、行政による把握や基準を遵守させる
ことなど、一定の管理が必要 

(1)廃棄物の不適正処理事案の発生 
 

平成28年１月に発覚した食品廃棄物の不正
転売事案を始め、引き続き廃棄物の不適正
処理事案が発生 
 
 
 
 
 
 
 
＜明らかになった課題＞ 
①許可取消し後の廃棄物処理業者等が廃棄
物をなお保管している場合における対応強
化等が必要 
②電子マニフェストの活用による、不適正
事案の早期把握や原因究明等が必要 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の概要 

施行期日 ２(1)②以外：公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日 
     ２(1)②  ：公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日 



 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案 
【バーゼル法】の概要 

２．法律の概要 

○バーゼル法は、有害廃棄物の環境上不適正な輸出入の防止を目的とするバーゼル条約の
国内担保法。 

○平成４年の法制定から約25年が経過し、また、近年、非鉄金属二次資源の国際取引の
増大に伴い、輸出・輸入ともに増加。こうした中で、以下のような事象・ニーズが出ている。 

○輸出では、①雑品スクラップの不適正輸出や輸出先国からの不法取引との通報（シップ
バック要請）の増加や②使用済鉛蓄電池等の輸出先での環境上不適正な取扱い事案
が発生。 

○輸入では、廃電子基板等は、有用な金属を含んでおり、欧州連合等との国際的な資源獲
得競争が激化。事業者からは、③輸入規制による競争上の不利な事業環境を解消すべ
きとの要望がある。 

○「日本再興戦略２０１６」においても、本年度中の検討と早期に必要な措置の実施が求
められている。 

  有害廃棄物等の輸出規制の適正化や再生利用（リサイクル）等目的での有害廃棄物等
の輸入規制の緩和を図るため、特定有害廃棄物等の範囲の見直し、輸入事業者及び再
生利用等事業者の認定制度の創設による特定有害廃棄物等の輸入手続の緩和等の措
置を講ずる。 

シップバックされた 
雑品スクラップ 

不適正な輸出 
事案が発生 

廃電子基板等の 
電子部品スクラップ 

事業者からは 
高い輸入ニーズあり 

 

○輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物を、我が国においても特定有害廃
棄物等として、輸出承認を要件化。あわせて、規制対象物を法的に明確化。（①） 

○途上国からの再生利用（リサイクル）等に適した廃電子基板等の輸入について、輸入承
認を不要とするよう、規制対象物の範囲を見直し。（③） 

A．「特定有害廃棄物等」の範囲の見直し（第２条） 

 

○輸入事業者及び再生利用等事業者の認定制度を創設（第14条～第16条）。認定輸
入事業者が、認定再生利用等事業者による再生利用等のために特定有害廃棄物等の
輸入を行う際の、輸入承認を不要とする（第８条）。（③） 

 

C．特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設・輸入手続緩和 

 

○輸出先の環境汚染防止措置について環境大臣が確認する事項を明確化。（②） 

B．特定有害廃棄物等の輸出に係る規制の適正化（第４条） 

３．措置事項の概要 

１．背 景 

施行期日（予定）： 公布の日から１年６か月以内で政令で定める日 
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中部地方不法投棄対策連絡会について 

 

１．背景・趣旨 

 平成 19 年２月、安倍総理から、「美しい国」日本を目指す取組の１つと

して、ごみ不法投棄対策の推進について、関係各省庁が連携して取り組む

ように、との指示があり、これを受けて「廃棄物対策に関する関係省庁連

絡会議」が設置された。 

この連絡会議は、循環型社会を構築し、不法投棄の撲滅を図るための廃

棄物対策について、関係行政機関相互の緊密な連携を確保し、円滑な推進

を妨げる諸問題を検討するとともに、その効果的な推進を図ることを目的

とし、内閣官房が環境省の協力を得て設置・運営するものであり、関係省

庁が構成員である。 

平成 19 年２月５日に開催された第１回会議において、関係省庁が連携

して、不法投棄対策の一層の取組を進めることとされた。具体的には、５

月 30 日～６月５日を「全国ごみ不法投棄監視ウイーク」と定め、関係各

主体との連携のもと、監視・啓発活動等の取組を進めるとともに、その後、

より幅広い不法投棄対策について検討していくこととされた。そのうち、

地域での取組として、地方環境事務所が中心となって都道府県・市町村や

地方の廃棄物関係団体等と連携し、排出事業者や一般住民に対する普及啓

発活動や早期発見・早期対応のためのパトロール等を実施することとされ

た。また連携強化のための体制整備としても地方環境事務所が中心となり、

国と自治体との連絡会議の整備を推進することとされた。 

 

２．設置の目的 

これらの状況を踏まえ、平成 19 年９月、中部地方環境事務所管内にお

いて、国と地方公共団体の協力・連携の下で、ごみの不法投棄対策の推進

を図る事業等について、情報交換・意見交換を行う場として「中部不法投

棄対策連絡会」が設置された。 

  

３．構成員 

   中部地方環境事務所管内７県８政令市、関係省庁（警察庁、総務省、

農林水産省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁）の各出先機関を

構成員とする。 

具体的には、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、

三重県、金沢市、岐阜市、名古屋市、富山市、豊田市、長野市、豊橋

市、岡崎市、関東管区警察局、中部管区警察局、中部管区行政評価局、



北陸農政局、東海農政局、中部森林管理局、近畿中国森林管理局、     

関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、関東地方整備局、

北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、北陸信越運輸局、

第四管区海上保安本部、第八管区海上保安本部、第九管区海上保安本

部、中部地方環境事務所の関係課長レベル（詳細は別紙の中部地方不

法投棄対策連絡会構成員名簿を参照）。 

 

４．主要な議題 

・不法投棄の状況について 

・国の機関及び各自治体の不法投棄対策について 

・不法投棄対策に関する情報交換・意見交換 

・今後の対応 等 

 

５．事務局 

   環境省 中部地方環境事務所 

 



（別紙）

中部地方不法投棄対策連絡会構成員名簿

平成28年4月1日現在

機関名 構成員（部署・職名）

1 関東管区警察局 広域調整部広域調整第一課長

2 中部管区警察局 総務監察・広域調整部広域調整第一課長

3 中部管区行政評価局 第二部第１評価監視官

4 北陸農政局 生産部生産技術環境課長

5 東海農政局 生産部生産技術環境課長

6 中部森林管理局 計画保全部保全課長

7 近畿中国森林管理局 計画保全部保全課長

8 関東経済産業局 資源エネルギー環境部環境・リサイクル課長

9 中部経済産業局 資源エネルギー環境部環境・リサイクル課長

10 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部環境・リサイクル課長

11 関東地方整備局 企画部企画課長

12 北陸地方整備局 企画部企画課長

13 中部地方整備局 企画部企画課長

14 近畿地方整備局 企画部企画課長

15 北陸信越運輸局 交通政策部環境・物流課長

16 第四管区海上保安本部 警備救難部環境防災課長

17 第八管区海上保安本部 警備救難部刑事課長

18 第九管区海上保安本部 警備救難部刑事課長

19 富山県 生活環境文化部環境政策課長

20 石川県 環境部廃棄物対策課長

21 福井県 安全環境部循環社会推進課長

22 長野県 環境部資源循環推進課長

23 岐阜県 環境生活部廃棄物対策課長

24 愛知県 環境部資源循環推進課長

25 三重県 環境生活部廃棄物対策局廃棄物監視・指導課長

26 金沢市 環境局環境指導課長

27 岐阜市 環境事業部産業廃棄物指導課長

28 名古屋市 環境局事業部廃棄物指導課長

29 富山市 環境部環境政策課長

30 豊田市 環境部廃棄物対策課長

31 長野市 環境部廃棄物対策課長

32 豊橋市 環境部廃棄物対策課長

33 岡崎市 環境部廃棄物対策課長

34 中部地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課長


